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名勝二之丸庭園余芳復元整備事業   

下御深井御庭 
（現・名城公園） 

御深井丸 

本丸 

西の丸 
二之丸 

三之丸 

二之丸庭園 

（二之丸南部） 

用語の定義 

 

用語の定義 

【名古屋城跡の地区に関わる用語（図 1）】 

名古屋城：歴史、文化、地域性等を含む総合的な意味合いにおいて名古屋城を指す場合に用いる 

名古屋城跡：特別史跡名古屋城跡の指定範囲全域を示す 

二之丸：近世における二之丸の曲輪範囲全域を示す（未告示範囲に該当） 

名古屋城二之丸庭園（二之丸庭園）： 名勝指定範囲を示す 

二之丸南部：二之丸の無料区域を示す 

有料区域：名古屋城跡の入場料徴取範囲を示す 

 古絵図：江戸時代の二之丸庭園を描いた絵図を示す 

※ 本文中は常用漢字で表記 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【二之丸庭園の地割区分（図 2）】 

本計画の策定にあたり、二之丸庭園を下図のとおり地割区分し、各区分の名称を設定した。 

（第 2 章第 3 節による） 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建造物の整備手法に関わる用語】 

移築再建：オリジナル部材の遺る建造物を庭園に移築して遺構から推定される位置に再建 

復 元※：当時の規模、構造、形式等により当該建造物の遺構直上に再現 

復元的整備※：規模、材料、内部・外部の意匠・構造等の一部を変更して再現 又は 往時の規模、材料、内部・外部

の意匠・構造等の一部について史資料を多角的に検証して再現 

※「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」（令和 2 年 4 月 17 日）による 

 特別史跡指定範囲 特別史跡未告示区域 名勝指定範囲 有料区域 

図 1 特別史跡名古屋城跡及び周辺地域名称 

図 2 名勝名古屋城二之丸庭園地割区分及び主な構成要素の名称 
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第１章 整備事業の概要 

 

１．特別史跡名古屋城跡保存活用計画 

１－１．名古屋市における特別史跡名古屋城跡保存活用計画 

 名古屋城は慶長 15 年（1610）に尾張徳川家の居城として築城された近世城郭である。明治維新後は陸軍に

利用され建造物が撤去されるなどの改変を受けたが、本丸を中心によく遺構が残されていることから昭和 7

年（1932）に史跡指定を受けた。太平洋戦争における空襲により多くの建造物が焼失するも、代表的な近世城

郭として昭和 27 年（1952）には特別史跡指定を受けている。昭和 34年（1959）には天守を再建し、平成 30

年 6 月には本丸御殿復元完成公開を迎えるなど、整備を進めているところであるが、特別史跡名古屋城跡を後

世へ確実に継承するとともにより一層の魅力の向上を図るため、今後も保存・活用を適切かつ確実に進めてい

く必要がある。 

  そこで、特別史跡名古屋城跡の本質的価値と構成要素を整理し明示するとともに、史跡を良好な状態で維持

し後世に確実に継承するための「保存」、史跡の価値を正確に伝え魅力の向上を図る「活用」、保存または活用

を目的とした「整備」、それらを推進するための「運営・体制」の観点から現状と課題を整理し、それぞれの

今後の方針を示すことを目的として平成 30年 5月に策定している。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備の方向性】 

 

『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』P2 より 

名古屋城 関連計画 

特別史跡名古屋城跡保存活用計画 

＜活用に関わる計画等＞ ＜整備に関わる計画等＞ ＜保存管理に関わる計画等＞ 

・名古屋城整備の基本構想調査報告書（S62.3） 
・名古屋城整備基本計画調査報告書（H1.3） 
・名古屋城整備課題調査報告書（H8.3）     他 

特別史跡名古屋城跡全体整備計画（H18.9） 

特別史跡名古屋城跡全体整備計画 増補版（H24.12） 

名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（策定中） 

名勝名古屋城二之丸庭園保存管理計画書（H25.3） 

『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』P200 より 
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１－２．全体の整備の考え方 

 

 特別史跡名古屋城跡全体として整備の考え方を以下に示す 

 

図 1-1-1 各地区の整備の考え方 

 

 

 

 

整備事業計画内容一覧 

 

地区 保存のための整備 活用のための整備 

本丸 

本丸搦手馬出周辺石垣の修復整備（整備中） 本丸御殿の復元整備完了 

東南隅櫓の修復整備 天守閣の整備 

西南隅櫓の計画的な維持修繕 東北隅櫓の復元整備 

本丸表二之門の修復整備 本丸表一之門、本丸東一之門・二之門の復元整備 

原位置の旧二之丸東二之門（本丸東二之門跡）

の計画的な維持修繕 

本丸多聞櫓の復元整備等 

 本丸大手馬出の復元整備等 

二之丸 

二之丸庭園の保存整備（整備中） 南蛮
なんばん

練塀
ねりべい

（柵の改修、解説表示の充実） 

南蛮
なんばん

練塀
ねりべい

の修復整備 余
よ

芳
ほう

の復原整備 

二之丸大手二之門の計画的な維持修繕等 埋
うずみ

門の復元整備等 

 二之丸御殿・向
むこう

屋敷の復元整備等 

 二之丸大手一之門・二之丸東一之門復元整備等、

旧二之丸東二之門の当初位置への移設整備等 

 二之丸の櫓の復元整備等 

 愛知県体育館の移転後の二之丸地区整備 

西之丸 

名古屋城のカヤの保護育成 総合案内所・無料休憩所の利便性の向上 

 管理施設のあり方の検討 

 展示収蔵施設の整備（外構の一部を整備中） 

御深井丸
お ふ け ま る

 

西北隅櫓の修復整備  

乃木倉庫の修復整備 茶席・茶庭の修復整備 

 資材置場の移設等 

 天守閣や水堀への視点場の整備 

外堀 

(空堀） 

 石垣・堀への見通し確保 

 石垣・堀への視点場の整備 

外堀 
(水堀) 水質・生態系の保全 天守閣等への視点場の整備 

三之丸 

（外堀） 

 三之丸外堀各所説明板設置 

 各門跡説明板設置 

石垣・土

塁・堀 

石垣・土塁・堀の修復整備 石垣・土塁・堀の復元整備 

  

『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』P202 より 
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１－３.二之丸庭園整備の考え方 

 

図 1-1-2 二之丸の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【二之丸庭園】 

二之丸庭園の保存整備を中心とし、時代とともに育んできた庭園文化を伝える場とする。 

 

（1）保存のための整備 

 ○二之丸庭園の保存整備（整備中） 

 ・二之丸庭園は変化に富む地形の中に豪壮かつ細やかな意匠の施された回遊式庭園であり、江戸期と明治期の

庭園が一体的な調和を成す名勝庭園である。 

 ・『名勝名古屋城二之丸庭園保存管理計画書（平成 25年（2013））』に基づき、庭園全体の保存整備を進める。 

 

（2）活用のための整備 

 ○余
よ

芳
ほう

の復原整備 

 ・余芳は二之丸庭園北御庭園池の東に面して建築された御茶屋であり、明治期に民間に売り払われ城外に移築

された後、昭和 48 年（1973）名古屋市の指定文化財となっている。その後、名古屋市に寄贈され、現在は

その解体部材を城内に保管している。 

 ・解体部材が現存しており、発掘調査により余芳の南側の造作物と想定される遺構も確認できているため、史

実に忠実な復原整備ができる可能性が高いことから、発掘調査や史資料調査等を行い、二之丸庭園保存整備

の中で復原整備を検討する。 

 ・復原整備にあたっては遺構の保存を前提とする。 

   

『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』P215 より 

（移転予定） 

『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』P216 より 
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２．これまでの取り組み 

平成 22 年度に特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会庭園部会を設置し、保存管理・修復整備方針の

具体的な検討を開始した。平成 25 年 3月策定の「名勝名古屋城二之丸庭園保存管理計画」に基づき、絵

図類を始めとした史資料にかかる調査を進めてきた。その調査の中で、特に「御城御庭絵図」と「尾二

ノ丸御庭之図」は、園路や石組、樹木等が細かく描きこまれており、その精緻さは突出していることが

明らかとなった。また、これらの史資料によって近世の二之丸庭園の変遷を詳細に追うことができ、庭

園を保存修復・整備していくうえにおいても学術上の価値が非常に高いと言える。 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 整備工事実施位置図 

 

 

 

 

平成 25 年度から実施されている二之丸庭園の発掘調査では、名勝区域内においては、権現山に建てら

れた建物跡や鳥居礎石、園路飛石、築山の園路などが確認され、名勝区域外においては、「多春園」・「山

下御席」・「余芳」といったお茶屋跡、奥御文庫基礎、園路の延段、池に架かる橋の橋台、庭園を区切る

塀の礎石などが確認されている。 

平成 25 年度から文化庁の国庫補助金により、権現山、栄螺山、北園池等の修復整備を継続して行って

いる。 

民間所有となっていた余芳について平成 23年 2月に所有者から寄付受納を受け、平成 22 年度に解体保存工

事を行い、平成 23 年 6 月に調査報告書としてとりまとめた。その後、平成 26 年度より余芳復原に向けた検討

に着手し、史資料調査、部材痕跡調査、意匠分析等を進めてきた。 

 

 

 
 

 

 

 

図 1-2-2 発掘調査実施位置図 

  

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P39 より 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P29 より 
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３．名勝名古屋城二之丸庭園整備事業の目的 

  

３－１．二之丸庭園の整備 

基本理念 

尾張の庭園文化を象徴する二之丸庭園を現代に再生し、継承していく 

・藩主居館に築かれた大規模な回遊式庭園を近世の姿を基本として修復と復元により再生する 

・近世から近代の歴史的経緯が刻まれた風致景観として一体的に整備する 

・日本を代表する歴史的庭園のひとつとして、尾張で育まれた庭園文化を実感できる活用を展開 

現存する数少ない城郭庭園である二之丸庭園は、藩主が日常を過ごす生活の場であり城の中心として機能し

た二之丸に造営された庭園である。その後の歴史的経緯も含め、尾張の庭園文化を象徴するものであり、整備

にあたっては、比較的良好に残された文化･文政期の大名庭園と明治期に将校集会所前庭として築庭された庭

園の継承が前提となる。 

整備の基本は、このような現況を考慮しつつ、近世の絵図類、文献、古写真等の史資料、さらに発掘調査の

成果を修復・復元整備に反映して大規模な回遊式庭園を現代に表現することである。また、活用にあたっては、

庭園文化を広く喧伝し､将来にわたって文化資産として継承することである。それにより、尾張徳川家の藩主

居館で展開された豊かな庭園文化や優れた造園技術を伝え、明治期に加えられた価値とともに一体的な保存活

用を図っていく。 

 

 

 

基本方針 

 現存する庭園の修復整備 

北御庭及び近代前庭（二之丸御殿北西跡）を中心とした現存する庭園を修復整備し、遺構の保存と空間性

の回復を図る。修復整備に際しては、江戸期の作庭内容のみならず、明治期以降の造園内容にも十分配慮し

て行うものとする。 

 地下遺構の保存と庭園の復元整備 

二之丸庭園の地下に遺存する江戸期～明治期の庭園や二之丸御殿等の遺構について、遺存状態とその内容

を発掘調査によって確認のうえ保存を図り、潜在化している庭園空間を地上に復元整備する。オリジナル部

材が遺されている余芳及び風信は原位置に移築再建し、周辺の庭園空間を復元整備する。 

 近世から近代の歴史的経緯を踏まえた庭園の再生 

二之丸庭園は近世の大名庭園を基礎とするが、近代の仕事は将校集会所の前庭のみならず北御庭の園路や

北園池など近世に造営された範囲にも加えられている。それらの歴史的経緯を尊重しながら全体として一つ

の風致景観となるよう、現代に生きている回遊式庭園として再生する。 

 庭園文化を体験し、感じられる活用の展開 

尾張の庭園文化を体験し、理解を深められるような公開活用施設の整備を行う。余芳及び風信は、移築再

建後の活用を検討し、史料から往時の利用方法をうかがえる植木屋及び霜傑周辺も積極的に活用する。また、

公開活用においてはバリアフリーについても配慮する。  

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P62 より 『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P62 より 
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３－２．二之丸庭園における復元対象の歴史的建造物 

二之丸庭園には、近世及び近代ともに指標年代に建てられた建造物は残されていない。ただし、余芳及び風信

については、明治の払い下げ後に名古屋市内で保存されてきたことから、二之丸庭園への移築再建を行う方針と

する。その他の建造物については、検出遺構、絵図や図面、古写真等の復元根拠が揃う対象は確認されていない。

しかしながら、二之丸庭園さらには名古屋城の本質的価値を後世に伝えるうえで建造物の復元には意義があるこ

とから、将来的な復元を目指して史料調査及び発掘調査を進めるものとする。また、根拠が揃わない場合にも、

歴史的価値の理解において特に復元が望まれる建造物については、復元的整備を行うか否かの検討を行っていく。 

【建造物の整備方針】 

 現存する余芳及び風信は、移築再建する。 

 名古屋城の外観に関わる石垣上の建造物は、将来的な復元を目指して調査を進める。 

 価値の理解と活用の推進において特に有効と判断される建造物は、復元的整備を検討する。 

 前項以外で復元根拠の整わない建造物は、原則として遺構の平面表示とする。 

 霜傑及び植木屋は、活用拠点とするため床高のある遺構表示とする。 

 

①移築再建 

・余芳は調査検証の結果に基づき、発掘調査成果から割り出した位置に移築再建を進める。 

・風信については、民間所有で現存しているため、将来的な移築再建に向けた準備を進める。 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P88 より  

 

 

移築再建はオリジナル部材が遺されている余芳及び風信が対象となる。 

         

 

 
 
 
 
 

 
図 1-3-1 建造物の整備方針 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P113 より  

28建造物
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３－３．余芳の復元について 

【名古屋城二之丸建造物の貴重な現存遺構】 

  名古屋城二之丸庭園は元和 3 年（1617）の二之丸御殿の造営とともに作庭され、10 代藩主斉朝によって文

化年間（1804～1818）から文政年間（1818～1830）にかけて大幅な改修が加えられたと考えられている。 

しかし、二之丸庭園は幕末という大きな転換点を迎え、明治 3 年（1870）に御殿の取り払いが決定すると、

北庭園の一部を残してその姿を失うことになった。明治 6年（1873）以降は、陸軍省歩兵団六連隊の駐屯など

に際して兵舎が建設されるのに伴って、庭園内の往時の建物群も撤去されることになった。そうした状況の中、

奇跡的に二之丸庭園の二つの御茶屋が民間に下賜され、増改築が加えられて現存するに至った。 

  現存する「余芳」は、保存状態もよく当初材も比較的多く残存し、当時の城郭庭園の点景としての御茶屋

（数寄屋建築）の趣向や建築技術を知ることができる貴重な遺構である。 

【城郭庭園の御茶屋の在り方を示す建築意匠】 

  昭和 28 年に北園の一部と近代前庭が名勝に指定された。平成 25 年から実施された発掘調査によって得られ

た成果は、文政期の庭園の姿を詳細に示していると考えられる『御城御庭絵図』（文政年間、名古屋市蓬左文

庫蔵）などとよく照合することが窺がわれ、平成 30 年に二之丸庭園全域に名勝の指定範囲を広げて整備する

ことになった。 

  現在名古屋市では『名勝名古屋城二之丸庭園保存管理計画』に基づき、庭園の修復整備を進めている。失わ

れた建物群は、その遺構を平面表示という形でその存在を明確にする方針としている。 

  「余芳」と「風信」については、当初の建築部材が残ることから、それを用いて元の位置に復原することと

している。「余芳」については、発掘調査によって、兵舎建設から奇跡的に免れて残った手水組の跡が発見さ

れ、元の位置を特定できる点も文化的価値が高い。 

  文献の検証により、「霜傑」や「多春園」、「逐涼閣」などのある程度の広さを持つ建物は饗応に利用されて

いることが分かるが、「余芳」や「風信」は御茶屋としての利用は記録として確認されていない。しかしなが

ら御庭拝見の際には、「風信」から北園池の朝鮮橋を渡って「余芳」を見学している記録があり、「余芳」と「風

信」は北園地を望む重要な位置に存在し、御殿から庭園を望む点景としての役割を果たしている。回遊式庭園

内の点景として重要であるとともに、変化にとんだ北園池の景観をゆっくり楽しむのに適した休憩所であった

と考えられる。 

  当時の遺構である文化財的な価値を有する「余芳」や「風信」が、庭園内の当時の位置に存在することで、

近世尾張地域における大名庭園文化を体感することができる。 

 

※昭和 28年の名勝指定説明の抜粋 

・・・（前略）・・・現在の庭園には、大形の庭石青石等を多く用いた石組が保存されて、その豪宕多彩な感触はよく当

代の作庭精神を現わしている。城郭庭園であって現存するものは甚だ少なく、本庭園の如きは比較的よく保存され、貴重

な一資料を提供するものというべきである。 

  

28建造物
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４．整備計画と事業スケジュール 

 
現在の保存整備事業では、整備工事の施工前年までに工事対象範囲で発掘調査を実施し、調査成果を踏まえ

た工法検討等が設計内容に反映されるように計画している。 

今後、東御庭や中御庭の復元整備は大規模な地形造成から開始することとなり、安全確保また施工効率を鑑

み、調査と施工、さらには公開範囲を計画的に設定していくことが必要になる。したがって、以下の方針によ

り、施工年次の範囲区分と順序を設定する。 

 

 復元の年次別施工範囲は、工事効率及び完成後の公開範囲を鑑み、北園池周辺→塀の内側奥から手前→

塀の外側奥から手前の順に、空間的まとまりをもって設定する。 

 地形造成に伴い、切土による残土が発生する見込みであることから、工事車両は公開に影響が少ない外

縁を経由し、召合門を搬入出口として利用する。 

 外縁は、第 2次工事～第 4次工事にわたって残土や整備材料の運搬路となり、材料の保管場所も必要と

なることから、バックヤードとして利用する。ただし、長期間にわたるため、休工期間は解放するなど、

工夫しながら有効活用できるよう検討する。 

 庭園を区画する土塀は、年次対象範囲ごとに構築し、空間のまとまりとしての仕上がりを目指すととも

に、次年度以降の工事において外縁を通行する工事車両等の目隠しとする。 

 

【第 1次工事】（平成 25年度に開始した保存整備事業からの継続） 

「余芳」の移築再建及び周辺整備と、北園池の護岸及び池底等を修復する。 

【第 2次工事】 

第 1次工事の余芳周辺整備との連続性を鑑み、また、大規模造成の着手にあたって材料の搬入出等を円滑に行

い、公開活用への影響を減少させるため、庭園北東部の東御庭から造成のうえ復元を進める。北御庭の風信周

辺についても空間的まとまりをもって同時に修復を進めていく。 

【第 3次工事】 

南池の遺構が残る南御庭の地形復元及び修復を実施する。また、西側に隣接する中御庭についても一体的に造

成のうえ復元する。 

【第 4次工事】 

北御庭の中で復元の対象となる多春園地区を中心に、連続した空間となる築山群周辺の地形造成を行い、権現

山及び栄螺山の仕上げ工事と、土塀を挟んで繋がる外縁西を一体的に整備する。 

【第 5次工事】 

第 4次工事までバックヤードとして利用していた外縁を公開できる状態に整備する。また、近代前庭の修復を

行い、二の丸茶亭の移設もしくは撤去更新等を含め、活用施設の整備に着手する。 

【第 6次工事】 

二之丸御殿跡の整備を行うが、二之丸南部の整備方針を踏まえるとともに、庭園への動線を確保するため、区

域を分割して仮設動線を設定しながら実施する。 

 
『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P146 より 

【第１次工事-1】北御庭（整備完了） 平成 25年度～令和 2年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 1次工事-2】北御庭・近代前庭（修復工事、余芳復元工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P147 より 

復元 
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【事業スケジュール】 

 
                                                                    『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』ｐ161 より 

『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』（平成30年5月）に示した事業期間

R3 R4 R5 R6 R7～

北御庭 北園池護岸・池底・築山・水系等

余芳移築再建

余芳周辺整備

近代前庭 飛石・築山修復

2次工事範囲閉鎖

北御庭 風信

東御庭 地形造成・園路基盤・配管

石組

植栽

建造物

築地塀

設備

説明板

3次工事範囲閉鎖

南御庭 地形造成・園路基盤

石組

水系

植栽

築地塀

中御庭 地形造成・園路基盤・配管

石組

植栽

建造物

共通 設備

説明板

外縁東 地形造成

4次工事範囲閉鎖

北御庭 築山群/地形造成・園路基盤

　　　/石組

笹巻山

多春園/地形造成・園路基盤・配管

　　　/石組

　　　/植栽

　　　/建造物

外縁西 地形造成・配管

逐涼閣/庭園復元

埋門修復

遺構表示

設備

共通 築地塀

説明板

5次工事範囲閉鎖

外縁東 地形造成・配管

植栽

遺構表示

近代前庭 修復整備

施設整備（二の丸茶亭移設もしくは撤去）

二之丸御殿跡 地形造成・配管

遺構表示

ガイダンス施設・設備

中間報告書作成

　　　　　　　　修復工事※

3次工事範囲発掘調査

6次工事

　　　　　　　　南蛮練塀

4次工事3次工事2次工事1次工事（H25～） 5次工事
~R30

庭
園
全
域
公
開

2次工事範囲発掘調査

6次工事範囲発掘調査 庭園入口確保のため範囲を分割して造成

5次工事範囲発掘調査

4次工事範囲発掘調査

東御庭公開

公開拠点：霜傑

余芳公開・北園池水面復元

多春園・築山群公開

眺望地点：笹巻山南

※外縁東はバックヤードとして閉鎖

※外縁東はバックヤードとして閉鎖

※外縁西～東はバックヤードとして閉鎖

外縁西・外縁東公開

南御庭・中御庭公開

公開拠点：植木屋
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５．検討体制 

 名古屋市は、有識者会議として全体整備検討委員会を設置し、その中に「庭園部会」「建造物部会」等の各専

門部会があり、整備及び運営に関する専門的かつ具体的な検討を行っている。全体整備検討会議には、各部会の

部会長が出席し、部会における協議内容等を報告のうえ、名古屋城全体として、一体的な整備及び運営を進めら

れるよう、調整を行っている。（平成 27年度から全体整備検討会議へ変更） 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会〈平成 21～24 年 9 月 30 日〉 

委 員 長 ： 飯田 喜四郎 名古屋大学名誉教授 

副委員長 ： 内藤 昌   愛知産業大学名誉教授 

委  員 ： 林 董一   愛知学院大学名誉教授 

       瀬口 哲夫  名古屋市立大学教授 

       高瀬 要一  和歌山県立紀伊風土記の丘館長 

       麓 和善   名古屋工業大学教授 

       丸山 宏   名城大学教授 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会〈平成 24 年 10 月 1 日～〉（H27 年度より検討会議） 

委 員 長 ： 瀬口 哲夫  名古屋市立大学名誉教授（H27 年度より座長） 

副委員長 ： 丸山 宏   名城大学教授     （H27 年度より副座長） 

委  員 ： 赤羽 一郎  愛知淑徳大学非常勤講師 

       小濵 芳朗  名古屋市立大学名誉教授 

       高瀬 要一  公益財団法人琴ノ浦温山荘園代表理事 

       三浦 正幸  広島大学大学院 教授（H30年度より名誉教授） 

      麓  和善  名古屋工業大学大学院 教授（H28 年度より） 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議〈令和 2年度～〉 

座  長 ： 瀬口 哲夫 名古屋市立大学名誉教授 

副 座 長 ： 丸山 宏   名城大学教授 

委  員 ： 赤羽 一郎  前名古屋市文化財調査委員会委員長・元愛知淑徳大学非常勤講師 

       小濵 芳朗  名古屋市立大学名誉教授 

       高瀬 要一  公益財団法人琴ノ浦温山荘園代表理事 

       麓  和善  名古屋工業大学名誉教授 

       三浦 正幸  広島大学名誉教授 

       藤井 譲治  京都大学名誉教授 （第 33回より） 

●名古屋城二之丸庭園に関する検討会〈平成 21年度〉 

委  員 ： 仲 隆裕   京都造形芸術大学 教授 

       野村 勘治  有限会社野村庭園研究所 所長 

       平澤 毅   奈良文化財研究所 文化遺産部遺跡整備研究室長 

       丸山 宏   名城大学 教授 

 

●名古屋市文化財調査委員会建造物部・街並み部会（オブザーバー） 

部 会 長 ： 瀬口 哲夫（名古屋市立大学名誉教授） 

委  員 ： 河田 克博（名古屋工業大学大学院教授） 

 ： 岡本 真理（東海学院大学教授） 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会 庭園部会〈平成 22～24 年度〉 

部 会 長  ： 丸山 宏   名城大学 教授 

副部会長 ： 仲 隆裕   京都造形芸術大学 教授 

委  員 ： 粟野 隆   東京農業大学 助教 

    平澤 毅   奈良文化財研究所文化遺産部遺跡整備研究室長〈～平成 24年 11 月〉  

   〃     景観研究室長〈平成 24 年 12 月～〉 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会 庭園部会〈平成 25～26 年度〉 

部 会 長 ： 丸山 宏   名城大学 教授 

副部会長 ： 仲 隆裕   京都造形芸術大学 教授 

委  員 ： 粟野 隆   東京農業大学 助教 

    平澤 毅   奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室長 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 庭園部会〈平成 27 年度～〉 

座  長 ： 丸山 宏   名城大学 教授 

副 座 長 ： 仲 隆裕   京都造形芸術大学 教授 

構 成 員 ： 粟野 隆   東京農業大学 助教 

髙橋 知奈津 奈良文化財研究所 

 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会 建造物部会〈平成 21 年度～24 年 9月 30 日〉 

部 会 長 ： 麓 和善   名古屋工業大学教授 

副部会長 ： 小濵 芳朗  名古屋市立大学教授 

委  員 ： 水谷 章夫  名古屋工業大学教授 

       溝口 正人  名古屋市立大学教授 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会 建造物部会〈平成 24 年 10 月 1 日～27〉（H27 年度より検討会議） 

委 員 長 ： 小濵 芳朗  名古屋市立大学名誉教授（H27 年度より座長） 

副委員長 ： 溝口 正人  名古屋市立大学教授  （H27 年度より副座長） 

委  員 ： 小松 義典  名古屋工業大学准教授 

       西澤 泰彦  名古屋大学准教授（H26.4～教授） 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会 建造物部会〈平成24年 10月1日～27年度〉（27年度より検討会議） 

委 員 長 ： 小濵 芳朗  名古屋市立大学名誉教授（H27 年度より座長） 

副委員長 ： 溝口 正人  名古屋市立大学教授  （H27 年度より副座長） 

委  員 ： 小松 義典  名古屋工業大学准教授 

       西澤 泰彦  名古屋大学准教授（H26.4～教授） 

●特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 建造物部会〈平成 28～年度〉 

座  長 ： 小濵 芳朗  名古屋市立大学名誉教授 

副 座 長 ： 溝口 正人  名古屋市立大学教授 

構 成 員 ： 小松 義典  名古屋工業大学准教授 

       野々垣 篤  愛知工業大学准教授 

       麓 和善   名古屋工業大学大学院教授 
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【庭園部会及び建造物部会における協議経過】 

 年度 検討会名 開催日時 検討内容 出席者名 

平成 23 年度 

第 4回庭園部会 平成 23 年 7 月 15 日 余芳調査報告について 委員／丸山宏、仲隆裕、平澤毅、粟野隆 

オブザーバー／洲嵜和宏、野村勘治   事務局 

第 10 回全体整備検討委員会 平成 23 年 7 月 25 日 名古屋市指定文化財 余芳亭 調査報告書の概要 委員／飯田喜四郎、内藤昌、林董一、瀬口哲夫、高瀬要一、麓和善、丸山宏 

オブザーバー／梅本博志   事務局 

平成 25 年度 第 17 回建造物部会 平成 26 年 2 月 24 日 茶室「余芳」の復元について 委員／小濵芳朗、溝口正人 オブザーバー／牧謙治、野口哲也   事務局 

平成 26 年度 

第 19 回建造物部会 平成 27 年 3 月 19 日 余芳の復原について 

⇒昭和期増築の水屋と縁側を無くし江戸期の姿での復原案を提示 

委員／小濵芳朗、溝口正人、小松義典、西澤泰彦 

オブザーバー／大島敦臣、河田克博、岡本真理子   事務局 

第 12 回庭園部会 平成 27 年 3 月 27 日 余芳の復原について 委員／丸山宏、仲隆裕、粟野隆 オブザーバー／野村勘治、鈴木孝文   事務局 

平成 27 年度 

第 19 回全体整備検討会議 平成 27 年 4 月 30 日 余芳の復原について（建造物部会第 19回の報告） 

⇒昭和期増築の水屋と縁側を無くし江戸期の姿での復原案を確定 

構成員／瀬口哲夫、丸山宏、赤羽一郎、小濵芳朗、高瀬要一、三浦正幸 

オブザーバー／小川芳範、神谷浩   事務局 

第 20 回全体整備検討会議 平成 27 年 10 月 30 日 平成 27 年度二之丸庭園発掘調査成果 構成員／瀬口哲夫、丸山宏、赤羽一郎、小濵芳朗、三浦正幸 

オブザーバー／野口哲也、神谷浩   事務局 

第 14 回庭園部会 平成 28 年 2 月 29 日 名勝名古屋城二之丸庭園の発掘調査について 構成員／丸山宏、高橋知奈津 オブザーバー／鈴木孝文、野村勘治   事務局 

平成 28 年度 
第 15 回庭園部会 平成 29 年 1 月 7 日 名勝名古屋城二之丸庭園の発掘調査について 構成員／丸山宏、仲隆裕、粟野隆 オブザーバー／野口哲也、野村勘治   事務局 

第 16 回庭園部会（現場視察） 平成 29 年 2 月 19 日 名古屋城二之丸庭園の保存整備地盤高計画案について 構成員／丸山宏、仲隆裕、粟野隆 オブザーバー／野口哲也、野村勘治   事務局 

平成 29 年度 

第 17 回庭園部会 平成 30 年 3 月 2 日 余芳周辺の修復について 構成員／丸山宏、仲隆裕、粟野隆、高橋知奈津 

オブザーバー／平澤毅、野口哲也、野村勘治   事務局 

第 26 回全体整備検討会議 平成 30 年 3 月 30 日 庭園部会の検討状況について 構成員／瀬口哲夫、丸山宏、赤羽一郎、小濵芳朗、高瀬要一、麓和善、三浦正幸 

オブザーバー／洲嵜和宏、神谷浩   事務局 

平成 30 年度 

第 18 回庭園部会 平成 30 年 11 月 30 日 名勝名古屋城二之丸庭園修復整備計画計画（仮称）の策定について 構成員／丸山宏、仲隆裕 オブザーバー／野口哲也   事務局 

第 24 回建造物部会（現場視察） 平成 31 年 2 月 21 日 「余芳」の移築再建について 構成員／小濵芳朗、溝口正人、小松義典、野々垣篤、麓和善（2月 14 日）  事務局 

第 19 回庭園部会 平成 31 年 2 月 23 日 「余芳」の移築再建について、平成 30年度修復整備工事について 構成員／丸山宏、仲隆裕、高橋知奈津 オブザーバー／平澤毅、野口哲也、野村勘治 

第 28 回全体整備検討会議 平成 31 年 3 月 29 日 庭園部会の検討状況について 

⇒水屋部分を除く部材調査（仮組調査共）の結果を報告 

構成員／瀬口哲夫、丸山宏、小濵芳朗、高瀬要一、麓和善、三浦正幸 

オブザーバー／平澤毅、山下信一郎   事務局 

名古屋市文化財調査委員視察 平成 31 年 2 月 5 日 余芳の仮組状況について 名古屋市文化財調査委員会建造物部会・街並み部会長／河田克博、委員／岡本真理 

令和元年度 

第 20 回庭園部会 令和元年 10 月 17 日 「余芳」の移築再建について 

名勝名古屋城二之丸庭園整備計画について 

構成員／丸山宏、高橋知奈津 オブザーバー／山内良祐、野村勘治   事務局 

建造物部会（現場視察） 令和元年 11 月 13 日 余芳について状況報告 構成員／小濵芳朗、溝口正人、小松義典、野々垣篤、麓和善   事務局 

第 21 回庭園部会 令和元年 12 月 20 日 名勝名古屋城二之丸庭園整備計画について 

余芳について状況報告 

構成員／丸山宏、仲隆裕、粟野隆、高橋知奈津 

オブザーバー／白根孝胤、山内良祐、野村勘治  事務局 

第 22 回庭園部会 令和 2年 2月 10 日 名勝名古屋城二之丸庭園整備計画について 構成員／丸山宏、仲隆裕、高橋知奈津 

オブザーバー／白根孝胤、山内良祐、野村勘治  事務局 

令和 2年度 
第 32 回全体整備検討会議 令和 2年 8月 3日 余芳の仮設作業小屋と今後の進め方について 構成員／瀬口哲夫、丸山宏、赤羽一郎、小濵芳朗、高瀬要一 

オブザーバー／洲嵜和宏   事務局 

令和 3年度 

建造物及び庭園部会合同ＷＧ 令和 3年 6月 5日 余芳の部材調査結果及び仮組状況について 構成員／小濵芳朗、溝口正人、麓和善、丸山宏 オブザーバー／平澤毅   事務局 

名古屋市文化財調査委員視察 令和 3年 6月 9日 余芳の部材調査結果及び仮組状況について 名古屋市文化財調査委員会建造物部会・街並み部会長／河田克博 

第 26 回庭園部会 令和 3年 7月 17 日 余芳の移築再建について 構成員／丸山宏、仲隆裕、粟野隆、高橋知奈津 

オブザーバー／野村勘治、平澤毅、山内良祐  事務局 

第 26 回建造物部会及びＷＧ 令和 3年 7月 19 日 余芳の移築再建について 構成員／小濵芳朗、溝口正人、麓和善、小松義典 オブザーバー／浅岡宏司  事務局 
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６．事業運営組織 

 二之丸庭園余芳の復元整備に向けた事業運営組織の関係図を下記に記す。 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
庭園部会は、平成 21 年度の「名古屋城二之丸庭園に関する検討会」（以下、検討会とする）を経て、平成 22

年度に設置され、主に二之丸庭園の保存管理について検討してきた。建造物部会では、平成 25 年度から主に余

芳の建物部分の復原についてご意見を頂き進めてきた。併せて余芳は、名古屋市指定文化財であることから、名

古屋市文化財調査委員会の委員にもご意見を頂き進めてきた。 

 
 
 
 

 

〇愛知県教育委員会 

〇名古屋市教育委員会 

遺構調査・遺構

の取扱に関す

る助言、指導 

〇名古屋市住宅都市局 
・余芳復原の実施設計・工事 

〇名古屋市消防局 

関係法令に 
関する協議 

建造物部会 庭園部会 

＜平成 25 年度～＞ ＜平成 22 年度～＞ 

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 

＜平成１８年度～＞ 

事業運営組織図 

現状変更 
申請手続き 

余芳復元整備事業 

〇文化庁 

指導、助言 
申請の協議 

〇名古屋市観光文化交流局 名古屋城総合事務所（事務局） 

・名古屋城跡全体整備検討会議、建造物部会、庭園部会等開催事務 

・現状変更申請 
・遺構調査、史料調査 
・余芳復元整備事業の基本設計 
・二之丸庭園整備の設計・工事 

現状変更 
申請手続き 

＜外部有識者会議＞ 

専門的指導、助言 

名古屋市文化財調査委員会 
建造物部会・街並み部会 

＜オブザーバー＞ 
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第 2 章 名古屋城二之丸庭園の概要 

１．文化財指定と本質的価値 

１－１．名古屋城の文化財指定 

名古屋城では、昭和 5 年（1930）に国宝保存法に基づき天守を含め 24 棟の建造物が国宝指定を受けた。しか

しながら、昭和 20 年（1945）5 月の空襲により、表二之門及び隅櫓 3棟を除く 20棟が焼失した。現在は、戦災

を逃れた 4棟と昭和 50年（1975）に指定を受けた「名古屋城旧二之丸東二之門」「名古城二之丸大手二之門」を

合わせ、6棟が重要文化財（建造物）に指定されている。 

昭和 7年（1932）には、7月にカヤが天然記念物の指定を受け、12月に城域が史跡指定を受けた。史跡につい

ては、昭和 10年（1935）に追加指定を受けた後、昭和 27 年（1952）に特別史跡として指定換えを受けている。 

特別史跡指定の翌年にあたる昭和 28 年（1953）、二之丸庭園は、現存する城郭庭園として貴重であることなどか

ら、明治期の将校集会所を挟む南北の区域で名勝指定を受けた。そして、平成 30 年（2018）には、文政期に面

積を拡張して造営された庭園全域に二之丸御殿の一部を含む範囲を対象として、名勝の追加指定を受けた。 

平成 9年（1997）には、乃木倉庫が登録有形文化財に登録され、近代遺構では名古屋城で初となる文化財として

の保護措置が図られている。 

このほか、美術品については、「名古屋城旧本丸御殿障壁画」「名古屋城旧本丸御殿天井板絵」1047 面が重要

文化財（美術品）指定を受けている。 

文化財に指定または登録されている記念物及び建造物の位置を図 2-1-1 に示す。 

 

文化財指定の経緯 

昭和 5年(1930)  国宝（建造物）指定：「名古屋城」西南隅櫓、東南隅櫓、西北隅櫓、表二之門 

昭和 7年(1932)  史跡指定：「名古屋城跡」※二之丸は含まれていない 

         天然記念物指定：「名古屋城のカヤ」 

昭和 10 年(1935) 史跡追加指定：「名古屋城跡」※一筆追加 

昭和 17 年(1942) 国宝（美術品）指定：「名古屋城 旧本丸御殿障壁画」 

昭和 20 年(1945) 重要文化財（建造物）指定：（国宝指定からの指定換え） 

昭和 26 年(1951) 重要文化財（美術品）指定：（法改定による昭和 17年国宝指定からの指定換え） 

昭和 27 年(1952) 特別史跡指定：「名古屋城跡」指定 

昭和 28 年(1953) 名勝指定：「名古屋城二之丸庭園」 

昭和 31 年(1956) 重要文化財（美術品）指定：「名古屋城旧本丸御殿天井板絵」 

昭和 50 年(1975) 重要文化財（建造物）指定：「名古屋城旧二之丸東二之門」 

「名古屋城二之丸大手二之門」 

昭和 52 年(1977) 特別史跡追加指定（答申）：「名古屋城跡」二之丸庭園が含まれる（未告示）  

平成 9年(1997)  登録有形文化財登録：「乃木倉庫」 

平成 30 年(2018) 名勝追加指定：「名古屋城二之丸庭園」 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P10 より 

 

 

図 2-1-1 指定及び登録文化財位置図 

１－２．二之丸庭園の名勝指定 

二之丸庭園は、昭和 28 年 3 月 31 日に文化財保護法に基づき名勝に指定された。指定範囲は、陸軍省所管時

代の将校集会所を南北に挟む区域で、北側に残る江戸期の庭園と明治期に作庭された南側の庭園であった。た

だし、名勝指定時には、南側の作庭時期については明らかにされていなかった。保存管理計画において、絵図

等史料の検証や発掘調査の成果に基づき、当時の指定範囲だけではなく、文政期に隆盛を誇った庭園の範囲を

対象として価値が明確にされ、南庭は明治期の庭園として改めて価値づけられた。その後も二之丸庭園では整

備や発掘調査を積み重ねてきた。こうした近年の取組による成果とその継続が評価を受け、名勝庭園としての

保護の万全をさらに図り、適切な保存整備事業を促進していくため、平成 30 年 2 月 13 日に庭園全域と二之丸

御殿の一部等を対象として、名勝の追加指定を受けた（図 2-1-2）。 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P11 より 
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種   別 ： 名勝 

名   称 ： 名古屋城二之丸庭園 

指定年月日 ： 昭和 28年（1953）3 月 31 日  

追加指定年月日 ： 平成 30 年（2018）2月 13 日 

所 在 地 ： 愛知県名古屋市中区二の丸 1番 2号、2番 

指 定 面 積 ： 30,463.35 ㎡（昭和 28 年指定面積：5,137.18 ㎡） 

管 理 者 ： 名古屋市 （昭和 40 年 10 月 28 日付 文化財保護委員会告示第 63 号） 

説 明 文 ： 

【昭和 28年指定説明】 

元和元年二之丸御殿の経営にともなって作庭されたものと考えられる。もと同御殿北側に一区域を劃して設けら

れていたが、当時の建築物はすべて失われ、庭園もかなりの変遷を見ている。 しかし現在の庭園には大形の庭石青

石等を多く用いた石組が保存されて、その豪宕多彩な感触はよく当代の作庭精神を現わしている。城郭庭園であっ

て現存するものは甚だ少く、本庭園の如きは比較的よく保存され、貴重な一資料を提供するものというべきである。 

【平成 30年追加指定説明】 

名古屋城二之丸庭園は、慶長 15 年(1610) に徳川家康によって築城が始められた名古屋城において、尾張初代藩

主義利(後に義直に改名)により元和 3年(1617)に完成した二之丸御殿の造営とともに作庭され、10 代藩主斉朝によ

る文化年間(1804～1818)から文政年間(1818～1830) にかけての大幅な改修を経て隆盛したものと考えられ、往時は

同御殿の北側に広大な一区画を成していた。 

しかし、明治 6 年(1873)以降、陸軍省歩兵第六連隊の駐屯などに際して兵舎が建築されるのに伴って往時の建造

物群は撤去され、庭園も地上にその一部の造作を伝えるのみとなった。一方、大きな青石などを多く用いた石組に

窺われる豪宕多彩な景趣は当代の作庭精神をよく表現し、加えて、城郭庭園の遺存する事例は甚だ少ないことから、

日本庭園史上に貴重な一資料を提供するものとして、明確な地割りを伝える一部の範囲が、昭和 28 年 3 月 31 日、

文化財保護法により名勝に指定された。 

近代の名古屋城跡については、陸軍省所管を経て、明治 26 年(1893)に本丸と西之丸の一部が宮内省所管の下に名

古屋離宮となり、明治 42 年(1909)に西之丸の残りの部分と御深井丸も宮内省の所管となった。昭和 5 年には離宮廃

止に伴って名古屋市に下賜され、翌 6年に名古屋城管理事務所が設置されて一般公聞を開始し、さらに、昭和 7 年

には、史蹟名勝天然紀念物保存法により、当該範囲が史蹟名古屋城として指定されたが、二之丸については太平洋

戦争終結後に大蔵省に移管されるまで、陸軍省所管のままであった。現在の名勝指定範囲は、この陸軍省所管時代

に所在した将校集会所を南北に挟む区域で、北側は一部改修されながらも江戸時代の地割りをよく継承し、南側は

二之丸御殿跡地の一部に作庭された明治期の地割りであり、江戸時代の二之丸庭園に関連する範囲の一部に過ぎな

い。二之丸区域は昭和23年から38年にかけて名古屋大学の校舎や学生会館として旧兵舎などが利用されていたが、

大学転出後、昭和 40 年には文化財保護法に基づき名古屋市が名勝の管理団体指定を受けた。昭和 48 年、49 年には、

相次いで旧学生会館建物が焼失し、名古屋市は大蔵省から無償貸与を受けて旧二之丸庭園の東半部に当たる範囲を

公園区域として整備することとした。これに伴って実施された発掘調査によって江戸時代の庭園遺構が地下に保存

されているのが確認され、南池や茶室「霜傑」など一部の遺構の位置・規模などの表示を併せて行い、昭和 53 年に

はほぼ現在の状態に整備された。 

一方、特別史跡名古屋城跡については、石垣修復事業や重要文化財建造物の保存修理事業などが継続的に実施さ

れてきたところ、城跡全体の文化財に関する包括的管理体制や二之丸庭園の取扱いに根本的な課題を残していたこ

とから、平成 17 年度に特別史跡名古屋城跡全体整備計画検討委員会を設置し、翌 18 年度には特別史跡名古屋城跡

全体整備検討委員会に改めて、保存整備事業の継続的な実施体制の構築に努めてきた。平成 22 年度にはその下に庭

園部会を設置して、二之丸庭園の保存管理に関する現状と課題に関して詳細に検討され、名勝既指定地を含む「北

御庭」と「前庭」の区域のほか、「東庭園」、「南池」、「二之丸御殿跡(一部)」、「外縁」の区域の保存管理区分を定め、

二之丸庭園全域の保存整備を基本方針とする『名勝名古屋城二之丸庭園保存管理計画』が平成 25 年 3 月に策定され

た。平成 25 年度からは、既指定地及びその周辺の発掘調査と保存整備に着手し、平成 27 年度までの発掘調査報告

書が平成 29 年 3 月に刊行された。その成果は、文政期の庭園の姿を詳細に示していると考えられる『御城御庭絵図』

(文政年間、名古屋市蓬左文庫蔵)などとよく照合することが窺われる。こうした近年の取組の成果とその継続は、

これまで十分な保護措置が講じられて来なかった近世尾張地域における日本庭園の代表たる名古屋城二之丸庭園の

実像に迫るのみならず、日本における大名庭園文化の保存と継承において極めて重要な意義を有すると言える。 

以上のような経過を踏まえつつ、この度は、名古屋城二之丸庭園の全域とこれと一体を成した二之丸御殿跡の一

部について追加指定し、名勝庭園としての保護の万全を図るとともに、適切な保存整備事業を促進するものである。 

（出典：『月刊 文化財 ２月号(653 号)』平成 30 年 2 月 1 日発行  ※文中の漢数字は算用数字に改めた） 

 

 

 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P12、P13 より 

図 2-1-2 二之丸庭園名勝指定範囲図 
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表１－１文化財保護法による名勝の指定 

 

１－３．二之丸庭園の本質的価値 

保存管理計画で明らかにした二之丸庭園の本質的価値は、名古屋城の中心に位置する庭園であったこと、変化

に富む地形の中に豪壮かつ細やかな意匠の施された回遊式庭園であったこと、そして、江戸期の庭園と明治期の

庭園が一体的な調和を成す庭園であることにまとめている。また、庭園の変遷と往時の姿を理解できる絵図等史

料が残ることについても評価しており、これらの史料は保存及び活用、修復整備の指標となっている。 

 

【名古屋城二之丸庭園の本質的価値】 

 尾張藩政の拠点並びに歴代藩主の居館であった二之丸に造営された庭園 

初代藩主義直の時代から幕末まで、代々藩主の居館であるとともに、藩庁の中心としての役割を担い、「御

城」と呼ばれた二之丸に造営された庭園である。 

 

 変化に富む地形造成と豪壮な石組を特徴とする庭園 

造営当初の意匠を保存していると考えられる北御庭は、立体的な地形造成と大形の青石などの名石を用いた

護岸石組が豪壮な雰囲気を造り出している。庭園が最も隆盛した時代には、敷地は東側に広がり、変化に富

む地形が生み出す庭景の大きな転換と細やかな意匠が施された広大な回遊式庭園であった。 

 

 近世の大名庭園と近代の陸軍省による庭園が一体の調和を成す庭園 

明治期に作庭された前庭は、徳川時代の北御庭に倣ったものと推察され、青石の巨石を用いた石組を特徴と

する。また、その手本となった北御庭は、明治期に将校集会所の庭園として取り込まれており、将校集会所

を挟んで位置する 2つの庭園は、建物が失われた現在も一体の調和を成している。 

 

 絵図などの史資料が豊富で江戸期の様相に迫ることのできる庭園 

造営期の『中御座之間北御庭惣絵』、隆盛期の『御城御庭絵図』など、往時の庭園の姿が仔細に描かれた絵

図により、庭園が現在まで残されている範囲とその姿が理解できるとともに、『金城温古録』などの文献史

料により、現在は失われた姿を知ることができるなど、史料価値の高さを併せ持つ庭園である。 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P14 より 
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２．二之丸庭園の変遷 

  表 2-3-1 二之丸庭園年表（江戸期） 

時代区分 藩 主 変 遷 出 典 

 

江 

戸 

期 

慶長 15 年 1610 初代藩主 

義利 

11 歳 家康による名古屋城築城の開始  

慶長 17 年 1612 13 歳 名古屋城天守完成 

（正月 27 日家康二之丸平岩親吉邸空館に止宿） 

本丸御殿建築開始 

 

慶長 19 年 1614 15 歳 （10 月 大阪冬の陣） 

旧南御庭完成（御宿館の庭か） 

 

慶長 20 年 

 

 

 

1615 16 歳 本丸御殿完成 

（4 月 10 日 家康二之丸宿館に止宿） 

（4 月 12 日 義利・春姫婚儀） 

（5 月 大阪夏の陣/義利出陣） 

 

元和元年 （8 月 家康二之丸宿館に止宿） 

元和 2 年 1616 17 歳 （4 月 17 日 家康逝去） 

義利が尾張に正式に入国、駿府城から名古屋城に移居 

 

元和 3 年 1617 18 歳 二之丸御殿完成 『敬公實録』 『事蹟録』 『金城温古録』 

元和 6 年 1620 21 歳 この頃、義利が二之丸御殿に移る（以後、歴代藩主が居住） 

「中御座之間北御庭」造営開始か 

『敬公實録』 『金城温古録』 

寛永 3 年 1626 義直改名 27 歳   

寛永 5 年 1628  29 歳 この頃「中御座之間北御庭」完成か 『事蹟録』「二之丸作事この頃すべて終了」 

『中御座之間北御庭惣絵』 

慶安 3 年 1650  51 歳 （義直逝去、光友家督相続）  

慶安 4 年 1651 二代藩主 

光友 

27 歳 二之丸御殿に「御祠堂」庭に「聖堂」を建立 『敬公實録』 

（不明）   四達堂周辺の改修（渡り廊下の撤去等） 『尾州御城絵図』 

寛文 4 年 1664 39 歳 権現山に「熊野舎」「愛宕社」勧請 『金城温古録』 「北御庭古図」 

享保 9 年 1724 六代藩主 

継友 

不明 「聖堂」を除却し法蔵寺へ下賜 『金城温古録』 『法蔵寺寺伝』 

寛政 12 年 1800 十代藩主 

  斉朝 

8 歳 （斉朝家督相続）  

文化 10～ 

14 年頃 

1813～ 

1817 頃 

21～ 

25 歳 

庭園東側の丑寅御横方向に庭園を拡張し「新御席」「風信」

「玉壷亭」※「多春園」「御植木屋」を設ける 

『尾州御留守日記』 『御城二之丸之図』 

※「玉壷亭」は後の「余芳」と推察される。  

文政元～ 

3 年頃 

1818～ 

1820 頃 

26～ 

28 歳 

二之丸御殿の長局を移転し、跡池に庭園を拡張。南池（東御

泉水）もこの時期に整備されたか。 

『尾州御留守日記』 

文政 3 年 1820 28 歳 馬場を下御深御庭の「樅花壇之内」に移転 『金城温古録』 

文政 4 年 1821 29 歳 10 月に霜傑で菊花鑑賞の記録がある。この頃までにひと通り整

備が完了か。 

『尾州御留守日記』 

文政 5 年 1822 30 歳 旧南御庭除却（能舞台を移設し蒔石の庭に） 『金城温古録』 

文政 6 年頃 1823 31 歳 「聖堂」除却 『金城温古録』 

文政 10 年 1827 35 歳 斉朝隠居に伴い下御深井西に新御殿を造営  

十一代藩主 

斉温 

9 歳 斉温家督相続 

天保 11～ 

13 年 

1836～ 

1838 

18～ 

20 歳 

二之丸御殿樫裕 

（長局を移転） 

『金城温古録』 

天保 14 年 1843 十二代藩主 

  斉荘 

25 歳 二之丸庭園の外縁東に馬場を再建 『金城温古録』 『御城図面』 

                                   ※表中の年齢は数え年で表記している。 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P15 より 

 
 
 

 

 

表 2-3-2 二之丸庭園年表（明治期～現代） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）』P16 より 

時代区分 管理者 変 遷 

 

明 

治 

～ 

現 

代 

明治 4 年 1871  余芳と風信を民間に売却（「御払物入札綴」徳川林政史研究所所蔵）」 

明治 6 年 1873 陸軍省所管 （歩兵第六連隊駐屯） 

二之丸御殿取り壊し、兵舎を建築 

明治 12、 

13 年頃 

1879、 

1880 頃 

 吉田紹和の指揮のもと、将校集会所周辺の庭を整備するとともに、池底の修理を行う 

（『愛知県史跡名勝天然記念物調査報告 第十一』） 

この頃、吉田紹和によって、北庭の池底の修理を行い三和土とし、池水をためる（明治 12 年）、二

之丸庭園の池底の三和土は、水を溜めて鯉を飼うために、陸軍が行う（明治 13 年）（『名古屋城調

査資料１ 史跡名勝二之丸庭園』） 

※時期は不明だが陸軍省所管時代に、池に鯉を放ったとされる（『歩兵六連隊歴史』） 

明治 24 年 1891  10 月 濃尾地震発生 

北園地の池底に亀裂が生じたか（『愛知県史跡名勝天然記念物調査報告 第十一』） 

昭和 6 年 1931  3 月 『愛知県史跡名勝天然記念物調査報告 第九』発行（南蛮練塀に関する記載） 

昭和 8 年 1933  3 月 『愛知県史跡名勝天然記念物調査報告 第十一』発行（北園池や植栽に関する記載） 

昭和 12 年 1937  重森三玲が二之丸庭園の実測調査を行う（『日本庭園史図鑑 第五巻』） 

昭和 20 年 1945  （天守焼失・太平洋戦争終結） 

  大蔵省所管 二之丸が大蔵省（現財務省）所管となる 

昭和 23 年 1948  名古屋大学が旧兵舎を学舎として利用 

昭和 24 年 1949  11 月 旧兵舎を利用して名古屋学生会館が設立 

昭和 28 年 1953  名勝（国）に指定（3 月 31 日） 

文部省が北御庭園池底を改修（～昭和 30 年） 

昭和 34 年 1959  （再建天守竣工） 

昭和 38 年 1963  東鉄門を本丸へ移築 

昭和 39 年 1964  西鉄門の解体 

愛知県体育館竣工 

名古屋大学が城外に移転 

昭和 40 年 1965 名古屋市 管理団体に名古屋市を指名 

昭和 41 年 1966 名勝指定範囲 二之丸庭園の整備（東入口・境界庭園など） 

昭和 42 年 1967  ：文部省所管 

平成 13 年～ 

名勝名古屋城二之丸庭園一般初公開 

二之丸広場の整備 

昭和 43 年 1968   文部科学省所管 外縁西部の牡丹花壇整備 

昭和 44 年 1969 名勝指定範囲外 二の丸茶亭竣工 

昭和 48 年 1973 ：大蔵省所管 名古屋学生会館（西側棟）焼失 

昭和 49 年 1974 平成 13 年～ 

財務省所管 

名古屋学生会館（東側棟）が焼失し、跡地を東庭園として整備することを条件に二之丸国有地の

無償貸付が決定 

昭和 50 年 1975    名古屋市土木局緑地部による東庭園、南池試掘調査 

旧二之丸東二之門・二之丸大手二之門重要文化財（建造物）に指定 

昭和 51 年 1976    名古屋市教育委員会による東庭園、南池発掘調査、東庭園整備開始 

昭和 52 年 1977  二之丸を特別史跡に追加指定（未告示） 

昭和 54 年 1979  二之丸東庭園の開園（東入口は東門として移設） 

昭和 55 年 1980  東庭園に休憩施設「望鯱亭」建設 

平成元年 1989  世界デザイン博覧会開催（東庭園及び二之丸広場にパビリオンを建設） 

平成 21 年 2009  『名古屋城二之丸庭園整備基本構想調査報告書』刊行 

平成 22 年 2010  名古屋城開府 400 周年 

特別史跡名古屋城跡全体整備検討委員会「庭園部会」設置 

平成 25 年 2013  3 月 『名勝名古屋城二之丸庭園保存管理計画』策定 

二之丸庭園の保存整備事業に着手 

平成 30 年 2018  2 月 13 日 名勝追加指定 

5 月 『特別史跡名古屋城保存活用計画』策定 

令和 4 年 2022  ●月 『名勝名古屋城二之丸庭園整備計画』策定 

28建造物
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３．余芳の概要 

余芳の概要 

 二之丸庭園の北池周辺に複数配置された茶亭（御茶屋）の一つ。 

 「御城御庭絵図」の作成年代と推定される文政 5年（1822）には、すで

に「余芳」は所在しており、それを遡る文政元年～13 年（1818～30）頃、

10 代藩主斉朝（なりとも）による二之丸庭園改造時に設置されたと推定。 

 北園池の東側に位置したことが「御城御庭絵図（蓬左文庫所蔵）」「尾二

ノ丸御庭之図」（徳川美術館所蔵）の絵図からも確認される。 

 明治維新後、二之丸庭園内の建物はすべて破壊されており、民間に払い

下げられた 2 棟の茶亭（御茶屋）だけが「余芳亭」「風信亭」として現存

する。 

（「余芳亭」と「風信亭」のいずれも昭和 48年（1973）名古屋市の有形文

化財に指定） 

文化財指定の状況 

名古屋市指定文化財第 35号 

指定年月日：昭和 48 年（1973）10 月 15 日 

時   代：江戸時代後期 

名   称：余芳亭 

構   造：木造平屋建、屋根桟瓦葺、数寄屋造 

指 定 理 由：蓬左文庫蔵「御城御庭絵図」によると「余芳」と記入のあ

る亭が二之丸権現山の東南に描かれており、四畳半一室と一部に濡縁の

ある平面である。現状の二畳と板間の水屋、縁側は移築に際して付加し

たものと認められる。名古屋城二之丸建造物はすべて廃絶している際、

わずかに残る庭園内御茶屋の一つであって、多少後世の改変はあるが、

貴重な遺構である。 

余芳の沿革 

和暦 西暦 事柄 

文政元年～13年 1818～30 10 代藩主斉朝（なりとも）が二之丸庭園に建築 

明治 4年 1871 尾張徳川家が大矢家に売却し、解体部材を格納保管 

明治 25 年 1892 解体部材にて旧東区清水町（現東区白壁）に移築 

※水屋、板の真、玄関、東側に一間程度の建物を増築 

昭和 14 年 1939 都市計画道路の敷設により、敷地内で移築 

※玄関廻りを改修し、便所を増築 

昭和 48 年 1973 名古屋市指定文化財に指定 

平成 23 年 2 月 2011 所有者から名古屋市が寄附受納 

平 〃 年 2～3月 〃 建物解体、部材調査と解体材の格納保管を実施。 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
明治 25年移築時の推定平面図             昭和 14年の移築時の平面図 

        （名古屋城総合事務所作成）             （文化財指定時の平面） 

「余芳」は、明治 4 年に解体されて民間に売却され、明治 25 年に増改築を加えて大矢家に移築された。その

後、昭和 14 年に都市計画道路の敷設により同一敷地内で再移築された。 

下記の写真は『清水池園林泉帖』より抜粋したもので、昭和 14 年の移築工事前の写真が掲載されており、明

治 25年の移築時の状態を伝えている。 

縁側部分の屋根は瓦葺きとしている。写真からは下屋造りであるかは不明であるが、内部の意匠、縁側の手摺

の意匠などから、殆ど改変を加えずに昭和 14 年に再移築されたと推察される。昭和 14年の再移築では、敷地の

制約からか懸造りの構成は踏襲されなかった。 

   

余芳亭内部 東庭より余芳亭を望む 東庭より余芳亭を望む 

清水池園林泉帖（大矢梅太郎著）より転載 

玄関 

主室 

水屋 

玄関 

主室 

水屋 
板の間 板の間 

移築 再移築 

『御城御庭絵図』余芳部分拡大 

（名古屋市蓬左文庫所蔵） 

余芳亭東側外観（昭和 61年撮影） 

（名古屋市文化財保護室所蔵） 

余芳遺構部分 

28建造物
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第３章 余芳復元根拠資料 

１．余芳の変遷 

１－１．余芳の変遷 

余芳は文政年間に、尾張徳川家 10 代斉朝がおこなった二之間庭園の改造にともなって設けられた茶席の一つ

である。明治維新後、余芳は大矢重治氏が明治 6、7年頃に払い下げを受けたと『大矢重治一代記』（昭和 48年）

に記されているが、尾張徳川家が二之丸内の建物を入札に付した際の記録である「御払物入札綴」（徳川林政史

研究所所蔵）には明治 4年に売却した旨の記録があり、大矢家が余芳を購入したのは明治 4年と考えられる。そ

の後、余芳の部材は大矢家に保管されていたが、明治 25 年に同家の別業に「余芳亭」として移築された。 

明治 25 年に移築された当時の模様は、『清水池園林泉帖』に詳しく記されている。別業は、尾張藩の家老竹腰

山城守の屋敷跡に営まれた。敷地は一千坪に及ぶ広大なもので、『尾張名所図会』に亀尾清水の名をとどめ、こ

の清水は城下の一名蹟であったという。「余芳亭」は東渓を臨むように懸造りで建てられ、渓の東端には清水の

湧き出る古池、北側の崖頭には遠望がきく東屋が建ち、西園は松の緑に楚々とした景色、西北にはまた小さな渓、

渓の上はまた林の趣であったという。明治 25 年の増改築は、明らかに東渓を臨むように計画された平面構成で

あった。こうした様子も昭和 14 年の都市計画によって失われることになった。ちょうど林園の中央部を南北に

縦断する形で道路が開通したのである。都市計画によって清水は涸れ、林園の面影は殆ど失われたが、「余芳亭」

は西庭に移されて現在に残されたのである。 

こうした建物の履歴は、平成 23 年の解体時の調査によっても明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

二之丸庭園時代の復元平面図      明治 25 年移築時の推定平面図        昭和 14 年移築時の平面図 

（名古屋城総合事務所作成）         （文化財指定時の平面図） 

図 3-1-1 余芳の変遷図                    

１－２．二之丸庭園時代の余芳 

二之丸庭園時代の様子が分かる資史料は、「余芳」本体の構成部材の他に、下記の古写真と古絵図がある。 

さらに平成 27 年の発掘調査によって、古絵図にある余芳周辺から手水組跡の遺構も発見され、凡そ正確な位

置まで特定することが可能となった。 

各史資料の詳細な検討は、次項以降に詳述するが、これまでの調査で判明した事柄をもとに、二之丸庭園時代

の「余芳」の概要を列記する。 

二之丸庭園時代の余芳の概要 

・一間半四方の北東隅に二畳の上段を設けて、床と付書院を備えている。 

・起り付の切妻造の茅葺き屋根の主屋に、四周にこけら葺きの下屋を巡らしている。 

・切妻の妻面を南面して建ち、西側に四枚引違障子の出入口を設け、床脇の壁面に下地窓を開けている。 

・南面の西寄りに、引違障子を立て、台目幅の濡れ縁を設けている。 

・南面の濡れ縁の縁先に手水鉢を据え、手水の南東側に灯籠を設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関 

主室 

水屋 

板の間 

玄関 

主室 

水屋 

板の間 

図 3-1-2 余芳古写真：（表題）「二之丸御庭の御茶屋」 

（徳川林政史研究所所蔵） 

図 3-1-3 『御城御庭絵図』余芳部分拡大 
（名古屋市蓬左文庫所蔵） 

図 3-1-4 手水組の遺構写真 

(北) 
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２．余芳復元整備の基本方針 

２－１．整備事項の目的 

名古屋城跡は、近世城郭の姿を現代に伝える歴史的文化遺産である。中でも二之丸庭園は、藩主の居館に面し

て造営された奥向きの文化を今に伝え、近代以降に辿った歴史も積み重ねつつ現代まで継承されて現在に至って

いる。 

二之丸庭園の建造物であった「余芳」と「風信」は、民間に下賜され存続し、市の文化財に指定されていたが、

平成 22 年に大矢家から名古屋市に「余芳亭」の寄付の申し出があり、移築再建を前提に譲り受けることになっ

た。 

現在策定中の『名古屋城二之丸庭園整備計画』では、二之丸庭園と外縁を含めて、8つの地割区分ごとに整備

の基本方針がまとめられた。中でも、「余芳」の復元は、文化的価値が高いという観点から昭和 28年に名勝に指

定された「北御庭」の整備区分に含まれており、二之丸庭園の建築群の歴史的・文化的価値の理解と継承、庭園

の魅力を高めるうえで、不可欠な建造物である。 

そのため、「北御庭」全体の整備計画の建造物部門として「余芳」の復元を進めるとともに、建物の軒内廻り

の手水組、袖垣なども含めて露地庭の整備を進めていくことを目的とする。 

 

２－２．基本方針 

① 遺構の保護を最優先にして、部材調査、発掘調査、史資料調査等を踏まえて移築再建を行う。明治期及び

昭和期の移築の際に付加された部材は、文化財としての価値を考慮し保存を図る。 

② 復元年代は、建設当初の文政年間（1818～1822）とする。平面形式は絵図を参考とするが、原則として古

材の当初痕跡を最優先とする。 

③ 建物外観は、第 14 代藩主慶勝撮影の古写真により復元するが、構造については、痕跡などで当初の構造

形式が推定されるものについては、推定復元を行い、当初構造が不明な箇所については、昭和期の構造形

式を踏襲して復元する。※第 14 代藩主慶勝による撮影写真（文久 2年（1861）～明治 4年（1871））は、

建設から 40 年余りが経過しているが、建設当初の姿を伝えていると推定。 

④ 発掘調査から明らかになった位置に、古写真の分析結果、絵図等を参考として建物配置を行う。 

⑤ 解体部材、発掘調査、古写真、絵図等からも復元できない箇所については、類例を参考に復元する。 

⑥ 建物の耐震性について考慮し、必要に応じて構造補強を行い安全性を確保する。構造補強の検討について

は、遺構保護や建物意匠への影響に配慮する。 

 

３．復元根拠資料の取り扱い方法 

３－１．復元根拠資料の優先順位 

余芳の復元根拠資料としては、解体部材のほか、古図、古写真、発掘調査結果等がある。今後の復元設計では、

それぞれの資料から得られる情報を整理し、優先順位を決めて検討作業を繰り返しながら、最も適切な条件を検

討していく。 

 今回の復元資料の特徴は下記の通りである。 

① 解体部材は主要寸法を決定する最も重要な根拠となり、当初材と移築時の補足材等、建物の変遷を分析でき

る。 

② 復元建物の位置の蓋然性を示す最も重要な資料は遺構の発掘調査である。 

③ 古写真は、2 度の移築によって改変された屋根の形状を特定でき、既存建物寸法との比較から、軒の出など

の不明な寸法を推定できる。 

④ 古絵図は、復元建物の凡その位置関係、平面の形状、建物の位置づけ等を分析できる。 

⑤ 解体部材、古写真でも不明な各部の詳細は、文献などで補足する。 

⑥ 類例建物（何もない時） 

 

復元建物の設計（配置計画・寸法計画・構造・意匠・仕様など） 

各部の意匠・仕様 
軸部の構造 

建具の意匠 
主要寸法の決定 屋根の形状 

余芳の配置 

復元建物の蓋然性 

    

 

 
直接の 

根拠資料 
発掘調査結果 

  

 
直接の 

根拠資料 
解体部材 

  

  
直接の 

根拠資料 
古写真 

   

間接的な 

根拠資料 
類例建物  絵図・文献資料 
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３－２．主な復元根拠資料の時代区分 

  

 表 3-3-1 主な復元根拠の資料の年代区分 

 
年代 変遷 

建築物 

遺構 
古写真 絵図 文献 

江
戸 

明
治 

慶長 17年 1612 名古屋城天守完成     

慶長 20年 1615 本丸御殿完成     

元和 2年 1617 二之丸御殿完成     

寛永 5年 1628 「中御座之間北御庭」完成か     

慶安 4年 1651 庭園の改修     

文化年間 
1804～ 

1818 
     

文政元年～ 

文政 13年 

1818～ 

1830 
庭園の改修（「余芳」建築） 建築Ａ  

絵図Ａ 

絵図Ｂ 
文献Ａ 

文久 2年～ 

明治 4年 

1862～ 

1871 
  古写真Ａ  文献Ｂ 

明
治
～
大
正 

明治 4年 

明治 6年 

1871 

1873 

「余芳」大矢家に売却 

陸軍省所管 

二之丸御殿取壊し、兵舎建設 

    

明治 25年 

 

1892 

 

「余芳亭」 

「余芳」に増改築を加えて建築 
建築Ｂ    

昭
和
～
平
成 

昭和 14年 1939 「余芳亭」再移築 建築Ｃ    

昭和 15年 1940   古写真Ｂ   

昭和 30年 1955 北御庭園池底を改修     

昭和 48年 1973 「余芳亭」 

名古屋市指定文化財に指定 
    

平成 27年 2015 第 3次発掘調査 遺構Ａ    

    ：「余芳」復元対象期 

 

 

 

建築Ａ：「余芳」建築時期と考えられる。 

絵図Ａ：『御城御庭絵図』10 代藩主斉朝により改修された二之丸庭園を詳細に描いた絵図 

絵図Ｂ：『尾二ノ丸御御庭之図』10代藩主斉朝により改修された二之丸庭園を詳細に描いた絵図 

文献Ａ：『尾州御留守日記』（徳川林政史研究所蔵）尾張藩主の側に仕えて表向きの諸事を統括する御小納戸役が

日々の業務を記した日誌。元文 4年（1739）から慶応 4年（1868）までの冊子が残存。御小納戸役は二

之丸庭園にかかわる諸事についても管轄していいたため、庭園の変遷利用実態を知るうえで基本となる

資料。 

古写真Ａ：14代藩主慶勝による撮影写真。 

文献Ｂ：『張出留』幕末に御小納戸が職務に係る雑多な事項を記載した留帳 

建築Ｂ：明治 4年に解体した「余芳」保管部材に、増改築を加えて「余芳亭」として建築。 

柱は残存、当初の桁材は水屋に転用し、新たに桁を挿入して瓦葺きに変更。二畳の上段を撤去し四畳半

座敷に改変。床脇下地窓の配置を変更。石場建てから土台建てに変更か。 

建築Ｃ：明治 25 年に建設した「余芳亭」を、同一敷地内に再移築。一部改変が加えられる。 

    明治 25 年に増築した玄関廻りを改変、他はほぼ同じ形で移築。 

古写真Ｂ：『清水池園林泉帖』大矢梅太郎著（昭和 15 年発行）、昭和 14 年の工事直前の写真が掲載されている。 

遺構Ａ：『御城御庭絵図』に描かれた「余芳」の手水の石組と推察される遺構が検出された。 
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４．復元根拠資料の概要 

４－１．古材の詳細な調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-1 昭和 14 年移築時の平面図（名古屋市文化財の指定時の平面）    図 3-4-2 小屋伏図（平成 23 年解体時） 

：明治 25 年移築時の増築部分を示す          （昭和 14 年移築時から改変なしと推定） 

：昭和 14 年移築時の改築部分を示す          （ ）内の番付は当初番付 

：当初柱を示す                           ：当初材を示す 

古材調査で判明した主たる内容（各部の詳細な寸法等は別章で述べる） 

1）解体部材に 3種類の番付が発見された。 

建築当初、最初の移築（明治 25 年）、2回目の移築（昭和 14 年）の変遷が判明。 

2）当初材と明治 25年移築以降の部材が判明。 

柱は当初材がすべて残存。但し、柱脚部はすべて切断及び根継有。柱頭部は当初の仕口残存材有。 

室内の造作材（敷居・鴨居・落掛・天井板、廻縁・書院地板等）は当初材が残存。 

床組の足固め材は当初材が多数残存。一部後補材。 

主屋の軒桁、妻梁、中梁、小屋梁の当初材が残存。但し、当初の軒桁は別位置に転用。2 本の内、1

本は両端が切断されている。 

  下屋の軒桁は当初材が「い通り」と「一通り」の 2本残存。但し何れも片方が切断されている。 

  小屋束は、当初材の棟束が 4本残存している。但し上端が切縮められている。 

下屋の軒廻り材は、比較的古材が残っているが、当初材かは不明。上屋の軒廻り材は、瓦葺きに改変

されているため残存していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-3 床伏図（平成 23 年解体時）           図 3-4-4 天井伏図（平成 23 年解体時） 

       （主室部分のみ）                    （主室部分のみ） 

         ：当初材を示す                       ：当初材を示す 

(一) 

 

(二) 

 

 

 

(三) 

 

 

 

(四) 

 

 

 

(五) 

 

(六) 

(と)  (へ)     (ほ)    (に)    (は)    (ろ)  (い) 
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柱の北面の痕跡 

柱の北面に丸太の縁框と思われる痕跡があっ

た。框の成は 2.2寸、縁板の厚さ 6分であった。 

板の切り欠き痕跡に僅かに時代差があり、当初

は、古絵図にみられるように、縁板を打ち被せと

していたと推察され、丸太の框の面より 1分程度

の出であったことが分かる。 

柱痕跡図 

柱の北面に貫穴とエツリ竹の埋木が施されてい

た。 

柱頭部に廻縁の痕跡があることから、当初の柱と

推察され、当初は南側に袖壁がついていたと考えら

れる。 

東面には下地窓を開けるために新たに貫が通さ

れ、エツリ竹の痕跡から、当初は壁面であったと推

察される。 

西面には、後補の貫を通して、壁が付けられたこ

とが分かる。エツリ竹の穴が、東面及び北面と異な

る。 

柱頭部の西面に当初の垂木掛の痕跡があり、上段

を排除して、上段框分下げた際に、西側の垂木掛も

下げられたことが判明。 

3）部材に残る痕跡から判明した内容 

 

 

 

 

 

  
図 3-4-3 軒桁と妻梁の架構図（既存と当初復元） 

垂木掛は建物周囲に巡らされており、垂木掛下端切欠ラインを

基準にして、痕跡により当初復元を行った。 

大矢家に移築した際に、上段を撤去して四畳半の一室に改変さ

れた時に、天井と共に軒桁も 3寸 1分下げられたことが判明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱痕跡図 

北西隅の中程に一筋敷居と一筋鴨居の埋木が施さ

れ、埋木部分には、貫の痕跡も見られた。これらの痕

跡は、片引き障子と下地窓の痕跡とみられ、下地窓の

縁土は 8分から 1寸程度と推察される。 

 痕跡により、大矢家では、壁面Ａが壁面Ｂに移設さ

れていたことが判明した。 

北面   西面   南面    東面 

埋木 

埋木 

埋木 

埋木 

腰幅木 

の痕跡 

埋木 

柱の東面の痕跡 

柱の足元は根継が施され

ていたが、上段框と思われ

る加工痕を残して根継が施

されていた。 

上段框の痕跡の天端が畳

天端になるように改変され

床柱の柱頭部（南面 

床柱は赤松皮付丸太である。 

柱頭部は、当初の仕口が残存して

いる。 

大矢家では使用されていない野

垂木受けの痕跡がみられる。 

柱の柱頭部（北面） 

柱頭部は切断されてい

るが、上記の床柱と同様の

野垂木受けの痕跡が残っ

ている。 

埋木 

埋木 

埋木 

後補 

後補 

後補 

後補 

当初 

当初 

図 3-4-5 二之丸庭園時代の推定復原図 

    ：腰幅木痕跡有 

    ：柱頭部の当初仕口残存 

    ：書院地板と床の間地板の欠込有 

    ：当初野垂木受の仕口残存 

壁面Ａ 

壁面Ｂ 

北面   西面   南面    東面 
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４－２．発掘調査 

４－２－１．発掘調査の経緯 

余芳周辺の発掘調査は平成 27年度(2015)に行った。『御城御庭絵図』に描かれた茶席の一つである余芳の確

認と江戸期の北園池の範囲および深さの確認を目的とした。調査結果は『名勝名古屋城二之丸庭園発掘調査報

告書 第 1次(2013)～第 3次(2015)』(2017)(以下、発掘調査報告書と呼称)で報告されている。 

４－２－２．発掘調査結果総括（遺構平面図参照） 

基本的な層序は、表土 ― 昭和期の盛土層 ― 近代層 ― 近世層である（①断面、②断面参照）。近現代層

は昭和期の盛土と明治期以降に兵舎跡のコンクリート基礎とかく乱坑を埋めた盛土である。その下層に築城期

の整地と思われる江戸期の盛土層がある。 

調査区のほぼ全域で陸軍期の兵舎跡を検出した。兵舎の遺構として残存しているのは、床面付近から基礎部

のレンガ積みとその下部の基礎構造のみである。調査区北部では、東西方向に延びる石敷き廊下と出入口部を

確認した。 

この石敷き廊下の下から、三和土と石を用いて鉢状に造られている構造物を確認した。標高 12.9ｍの近世

の面を掘り込んで造られている。東西約 60ｃｍ、南北約 40ｃｍの内面全体に赤い三和土を厚さ 5ｍｍほど塗

り重ねている。この構造物は余芳の手水組跡と考えられる。 

手水組跡の北側では長さ約 40ｃｍ、幅約 30ｃｍの長方形の石を確認した。余芳建物の礎石である蓋然性が

高い。 

調査区の南西部では池跡を確認した。北園池の護岸石や護岸・池底に貼られた三和土、円礫群、橋脚基礎を

検出し、池の東端を確認することができた。 

手水組跡と余芳の礎石、池跡の他には近世の遺構は確認できなかった。 

４－２－３．検出した遺構の概要 

〔兵舎跡〕 

調査区のほぼ全域で陸軍期の兵舎跡を検出した。この

建物は戦後、昭和 24 年(1949)～48 年(1973)にかけて名

古屋学生会館として使われ、昭和 48 年(1973)に起きた

火災で焼失した。残存しているのは、床面付近から基礎

部のレンガ積みとその下部の基礎構造のみである。布掘

り地業で溝状に掘り込み、10～40ｃｍ程度の円礫や角礫

を敷き詰めてからコンクリートを敷き均し、レンガが積

まれている。残存する兵舎跡上端部の最も高い標高は

13.6ｍである。 

調査区北部では、東西方向に延びる石敷き廊下とコン

クリートで整地された出入口部を確認した(写真①)。建

物の各部屋や廊下部では、大きなかく乱坑が確認された。

建物が焼失した際、その廃材を埋めたかく乱坑と考えられる。 

 

〔手水組跡〕 

兵舎跡の東西方向に延びる石敷き廊下の下から、三和土と石を用いて鉢状に造られている構造物を確認し

た(写真③、④)。鉢状の構造物は標高 12.9ｍの近世の面を掘り込んで造られており、南側の一部は兵舎跡

によって破壊されているが、概ね円形であったと思われる。北側と西側に石が配置されている。北側に配置

された石は面が中央に向かって傾斜するように据えられ、西側に配置された石は面を内側に向けるようにほ

ぼ垂直に据えられている。これらの石を取り込みながら三和土で鉢状に構築され、内面は緩やかに内湾して

いる。東西約 60ｃｍ、南北約 40ｃｍの内面全体に赤く着色した三和土を厚さ 5ｍｍほど塗り重ねている。

鉢状の三和土の底面には直径約 2ｃｍの排水用の穴が穿たれている。 

絵図との比較は次項で詳述するが、出土位置や石組の様子を『御城御庭絵図』と比較すると、この構造物

は余芳の手水組跡と考えられる。検出した遺構は、北側に 2石、西側に 1石の合計 3石と赤い三和土によっ

て構成され、南側に手水鉢が置かれていたと想定される。手水鉢と三和土の一部は兵舎建設の際に除去され

たと考えられる。 

手水組跡の北側では長さ約 40ｃｍ、幅約 30ｃｍの長方形の石を確認した(写真⑤、⑥)。この石は手水組

跡と同じ標高 12.9ｍの近世面上に据えられているように見えるが、掘方は確認できない。石の上面の標高

は 13.0ｍであることから、石の厚さは少なくとも 10ｃｍである。発掘調査報告書ではこの石の性格につい

ては触れられていないが、余芳移築再建の検討を進める中で、手水組跡との位置関係や標高、石の形状から

余芳建物の礎石である蓋然性が高いと判断した。   

手水組跡と余芳建物の位置関係を絵図から推定すると、余芳

想定位置は兵舎基礎および兵舎跡内部の廃棄土坑によって壊

されている。兵舎基礎が及んでいない手水組跡東部は、コンク

リートで整地された兵舎出入口部の施工時に壊されたのか、礎

石は確認できなかった。手水組跡の北西部、兵舎基礎の南側に

は長さ約40ｃｍ、幅約40ｃｍのほぼ正方形の石がある(写真⑤、

⑥)。この石の上面の標高は 13.0ｍである。しかし、この石は

手水組跡や礎石と思われる石を検出した近世遺構面からは浮

いており、原位置ではないと考えられる。よって、余芳の礎石

と考えられる石は手水組跡の北側の一石のみである。 

〔池跡〕 

池の深さと池の東端を確認することができた。北園池の東端

部は 昭和 50 年(1975)～53 年(1978)に調査が行われており、

余芳周辺の発掘調査でも同様に池の護岸石や護岸・池底に貼ら

れた三和土、円礫群、橋脚基礎を検出した(写真②)。円礫群は

三和土の上に敷き詰められている。州浜を表現した遺構と考え

られ、文政期の池の北端と推定される。 

 

 

 

 

写真①兵舎の石敷き廊下検出状況(東から) 写真②池跡 
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①断面 ②断面 

遺構平面図 

写真③石組検出状況(北から) 

写真⑤石組検出状況(南東から) 

 
写真⑥礎石拡大(南東から) 

礎石か 

浮いている石 

写真④石組検出状況(南から) 
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図 3-4-5 『御城御庭絵図』余芳及び権現山周辺拡大（名古屋市蓬左文庫所蔵） 

４－２－４．遺構の状況と絵図との比較 

図 3-4-4 発掘調査図 

 

                                 

 

手水組の遺構について 

『御城御庭絵図』の余芳周辺をみると余芳の西側に六角の手水鉢、東方の延段付近に蹲踞が描かれているが(青

丸で囲った箇所)、遺構は前石と手水鉢との関係になっていない。遺構の石組から明らかに縁先の手水組の構え

とみられ、手水の北側に水門があることから、遺構は余芳の手水組跡と考えられる。『御城御庭絵図』では、手

水組の石は北側に 2石、南側に 1石の合計 3石配置され、南側の石の上に立ち手水鉢が据えられている。石を取

り込みながら三和土で鉢状に構築されているようにみえるが、三和土は赤く着色はされていない。絵図のように

南側にも石があり、その石の上に手水鉢が据えられていた可能性もあるが、兵舎跡により不明である。 

北園池の遺構と古絵図との比較 

上記の図は、目印となる工作物に赤丸を書入れて比較した図である。 

 『御城御庭絵図』に記された建物の畳寸法は凡そ同じ大きさで描かれていることから、基準となる物指で描か

れていると考えられるため、畳寸法（約 950ｍｍ×1900ｍｍ）を基準として、鳥居からの距離を測ると、鳥居か

ら余芳手水鉢まで約 23ｍ、鳥居から太鼓橋中央まで約 20ｍ、太鼓橋中央から余芳手水鉢までは約 9.0ｍの距離

がある。 

 発掘調査で確認した実際の距離は、鳥居跡から手水組跡まで約 27ｍ、鳥居跡から橋脚基礎まで約 17ｍ、橋脚

基礎から手水組跡まで約 15ｍであった。 

 『御城御庭絵図』では、建物の図を少し大きめに描いていると考えられる。また、池の形も若干東西に延びる

形に描かれていることも、太鼓橋と余芳が接近して描かれた要因かもしれない。枝折戸は建物に近接していたと

考えられるため、実際には太鼓橋から枝折戸までは、もう少し距離があったと思われる。 

『御城御庭絵図』は、凡そ 50 分の１の縮尺で描かれているようであるが、下絵をもとに清書したと考えられ

ており、あくまで絵画的な表現に重きが置かれている感があり、距離感などは実際の測量図と比較すると合致し

ていない点もある。しかし、大まかな建物等の配置や石造物等、個別の描写は文政期の実態を反映していると考

えられ、参考にすべき史料である（4-4 参照） 

余芳の建物方位について 

 絵図に描かれている建物は殆どが紙面に対して水平垂直に描かれており、余芳も方位の南北線上に真っすぐに

計画されているように思われる。権現山の階段も絵図では南北線上に真っすぐに描かれているが、実際の遺構で

は真北線上からやや東に振れている。余芳の向きについては、周辺に傾きの基準になるものがないため、南北線

上に真っすぐに計画するのが妥当であると考える。手水組跡の北側に四角い石が据えられているが、礎石である

蓋然性が高いと判断された。手水組の遺構が余芳の遺構であれば、その周辺に礎石があるはずであるが、抜取り

痕はみられない。また、余芳の礎石の遺構がありそうな部分は、兵舎建設の際に壊されてしまっており、手水組

跡の北側の四角い石が唯一の手掛かりとなる。しかし、四角い石一つでは、切石ではないため正確な傾きを検討

するには根拠に乏しく、発掘調査の図面上で方位の軸線と比較しても、僅かに傾いているようにも見えるが、意

図的な傾きとは考えにくい。そのことを考慮して建物の傾きを検討することとしたい。  

図 3-4-6 手水組の遺構写真 

手水組跡 

鳥居跡 

橋脚基礎 

礎石か 

蟄石 

手水鉢跡 
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４－３．古写真 

４－３－１．古写真の概要 

明治維新後に陸軍の手にわたる以前の二之丸庭園内の茶席を写した写真は、尾張徳川家 14 代慶勝が撮影し

た2点のみが徳川林政史研究所に伝わる。うち1点は風信を写したものであることが表題に明記されているが、

もう 1 点の写真は「二之丸御庭の御茶屋」という表題が付されている（図 3-2-7）。したがって余芳を写した

可能性のある写真はこの 1点のみである。 

この写真は 9×6 ㎝の鶏卵紙にプリントされ（アルビューメン・プリント）、「幕末人物・殿舎・風景写真帳

二」と題されたアルバムに貼付されている。原板は伝わっていない。 

写真の撮影者である徳川慶勝は、嘉永 2年(1849)に尾張徳川家の家督を継ぎ、同 4年に初めて尾張に入国し

たが、安政 5年（1858）に通商条約勅許問題をめぐって幕閣と対立し、隠居謹慎を命じられて江戸戸山屋敷に

幽閉された。慶勝が写真術を習得したのはこの謹慎中のことである。慶勝は文久 2年（1862）に謹慎を解かれ

て同年末に尾張に入り、明治 4年（1871）4月には東京に居を移した。したがって慶勝がこの写真を撮影した

のは文久 2年から明治 4年の間である。 

本市ではすでに過年度の調査において、この写真に写る茶席を余芳と推定しているが、この点を改めて確認

するため、慶勝が写真を撮影した当時、二之丸庭園に存在した可能性のある茶席を列挙し、「御城御庭絵図」

（名古屋市蓬左文庫蔵）から推定できる間取りや周辺の状況を写真と比較した。この絵図は、景観年代が尾張

徳川家 10 代斉朝による御庭の改造が行われた文政年間以降であること、茶席等の間取りをすべて記載してい

ること、園路や石造物なども詳細に描いていることから、写真との比較検討にもっとも適している。ただし御

城御庭絵図制作以降にも茶席を含む御庭の造りに若干の変更が加えられたことが他の絵図から確認できるた

め、他の絵図も適宜参照した（表 3-2-1）。 

検討の結果、①御植木屋は慶勝が写真を撮影した段階では解体されていたと考えられること、②霜傑は写真

に写る茶席より規模が大きいこと、③風信は別に写真があり屋根の形状が異なること、④多春園は 2階建てで

あること、⑤権現山下御席は正面の形状が写真と異なること、⑥御張出外御席は東側に手水が描かれ、灯篭も

近くに描かれている点は写真と符合するが、東側から撮影した場合、背後に二之丸御殿が映り込む可能性が高

く、写真に見える背の高い樹木が真後ろに映り込むとも考えにくいこと、⑦半閑亭は二之丸御殿に隣接してい

るため、御殿が映り込む可能性が高く、背後に背の高い樹木が映り込むとは考えにくいことなどから、いずれ

も写真の茶席には該当しない可能性が高いことが確認できた。 

一方、⑧余芳周辺を見ると、南側には手水と灯篭が描かれ、位置関係も写真とおおむね一致する。また、ほ

ぼ真北にソヨゴ（冬青）の大木が描かれており、茶席（図 3-2-7）の真後ろに写り込んでいる高木が写り込ん

でいる点とも符合する。同絵図や部材から確認できる建物の規模や構造も、古写真から得られる所見と矛盾し

ない。 

以上を踏まえると、この古写真は余芳をほぼ真南から撮影したものであると考えることができる。 

 

 

 

 

 
 

図 3-4-7 二之丸庭園の御茶屋 徳川慶勝撮影  徳川林政史研究所藏 

28建造物
資料 １



名勝名古屋城二之丸庭園余芳復元整備事業  第 3 章 余芳復元根拠資料 
 

27 
 

表 3-4-1 二之丸庭園に存在した茶席と写真の比較 

  茶席名称 図版出典 絵図抜粋（方位は北が上） 備考・写真との比較 

① 御植木屋 御城御庭絵図 

 

「尾二ノ丸御庭之図」では貼紙で抹消

され、天保 13 年以降成立の「御城二

之丸図」には記載されていないため、

古写真撮影時には撤去済みと推定さ

れる。 

② 霜傑 御城御庭絵図 

 

写真の茶席より規模が大きく、推定さ

れる間取りとも大きく異なる。 

③ 風信 御城御庭絵図 

 

尾張徳川家 14 代慶勝が撮影した写真

あり。屋根の形状が図２と異なる。 

④ 多春園 御城御庭絵図 

 

2階建てであるため写真の茶席とは異

なる。 

 

 茶席名称 図版出典 絵図抜粋（方位は北が上） 備考・写真との比較 

⑤ 権現山下御席 御城御庭絵図 

 

写真の茶席より規模が大きく、写真

から推定される間取りとも大きく異

なる。 

⑥ 御張出外御席 御城御庭絵図 

 

東側に手水と灯篭が描かれるが、写

真とは位置関係が異なる。また、東

側から撮影した場合、真後ろには御

殿があり、写真に見える高木が写り

込む余地がない。 

⑦ 半閑亭 御城図面 

 

「御城図面」のみに貼紙に朱字で記

載。同絵図成立年代の上限である天

保 13年以降に建設か。間取りは不明

だが御殿に隣接しており、図 3-2-7

のような写真を撮る余地はないと思

われる。 

⑧ 余芳 御城御庭絵図 

 

南側に手水と灯篭が描かれ、写真と

位置関係がほぼ一致する。真北に○

で囲われた「冬青」（ソヨゴ）の大

木が描かれ、写真の茶席背後に写り

込む高木と位置関係が一致。 
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４－３－２．古写真の分析 

 

 

 

 

図 3-4-11 「二之丸御庭の御茶屋」 徳川林政史研究所所蔵   

（株式会社朋成にて、画像の解像度と濃淡を調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

図 3-4-12 「二之丸御庭の御茶屋」 左記の画像を、ライトを透かしてトレース 

             ※但し、解体部材の実測調査、建具などを参考に推定による書き入れもあり。 

庇が縋っている 

線が斜めになっている 

（掛雨戸を立掛けてあるのか） 

縁框と縁束 

縁板は打被せか 

先端が見えないため、縋っているように見える。右側と同じか 

起りが付いているが、左右で僅かに起り

が異なっているようにも見える。 

（軒桁の鼻先が丸太となっており、経年

による鼻先の垂下とも考えられる） 

影の様子から、上部と下部でケラバの出が異なる 

影のライン 

生垣か 

棟の品軒付の下に押鉾竹らしきものが見える 

手水鉢と縁は離れていないように見える 

桁下の陰に僅かな水平の部分がある 

壁の塗欠け若しくは品軒の筋か？ 
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４－４．古絵図 

４－４－１．古絵図の概要 

   江戸時代の二之丸庭園を描いた古絵図は表 3-4-2 のとおりである。 

 

 

 

表 3-4-2 二之丸庭園を描いた絵図 

 

 

 

  名称 景観年代 品質 法量（㎝） 員数 所蔵 概要 

① 尾州二ノ丸御指図 元和 5年頃（1619?） 紙本墨書・色紙貼付 188.2×168.1 1 枚 徳川林政史研究所 
二之丸御殿・庭園を描いた現存最古の絵図。余芳は描かれていない。 

② 中御座之間北御庭惣絵 元和～寛永年間か（1615～44?） 紙本着色 417.7×345.3 1 枚 名古屋市蓬左文庫 
二之丸庭園を絵画的な表現を用いて描いた絵図。建物等はおおよそ①と対応。余芳は描かれていない。 

③ 尾州御城絵図 17～18世紀 紙本墨書・色紙貼付 328.0×305.0 1 枚 名古屋市蓬左文庫 

二之丸御殿・庭園を貼紙によって示した絵図。ほとんどの貼紙が剥落しているが、剥落した貼紙の内容から、文政年間

に行われた庭園改造以前の絵図であることは確実である。余芳は描かれていない。 

④ 北御庭古図 18 世紀か 紙本墨書 - 1 冊 名古屋市蓬左文庫等 
『金城温古録』に掲載された図。文政年間以前の様子を示したとされる。余芳は描かれていない。 

⑤ 御城二之丸之図 文政元年（1818） 紙本墨書 112.0×102.2 1 枚 名古屋市蓬左文庫 

尾張徳川家 10代斉朝による庭園改造の計画図。「尾州御留守日記」（徳川林政史研究所）の記述から、文政元年段階の

計画図と推定。余芳はなく、同じ場所に南北に長い長方形の「玉壷亭」が描かれる。 

⑥ 二之丸御庭道及踏石図 文政元年（1818） 紙本墨書・貼紙 116.2×109.3 1 枚 名古屋市蓬左文庫 

⑤と同じく文政元年に作成された庭園改造の計画図と推定。余芳の場所には「玉壷亭」があり、簡略な間取りも描かれ

ている。 

⑦ 御城二之丸御庭之図 文政以降（1818～） 紙本着色 117.5×94.2 1 枚 名古屋市蓬左文庫 

斉朝による庭園改造の計画図か。南池が描かれ、園路や築山も精緻に描かれており、⑤⑥よりも後の時期に作成された

と考えられる。「余芳」は貼紙で示され、その下の本紙には長方形の墨書がみえる。茶席の間取りは描かれていない。 

⑧ 尾二ノ丸御庭之図 文政以降（1818～） 紙本着色 313.0×374.0 1 枚 徳川美術館 

庭園の様子を細密に描いた絵図。余芳を含む茶席の間取りは貼紙で示され、この他にも貼紙による修正が多い。修正前

の描写は⑦に類似し、修正後は⑨に近い描写になっている箇所があるほか、⑨と同じ描写をさらに貼紙で修正した箇所

もある。 

⑨ 御城御庭絵図 文政以降（1818～） 紙本着色 415.0×372.0 1 枚 名古屋市蓬左文庫 

庭園の様子を細密に描いた絵図。⑧と酷似しているが、貼紙や修正の痕跡がほとんどなく、建物の間取りも直接本紙に

描かれており、⑧を踏まえて清書版として作成された可能性が高い。余芳の位置や間取りはほぼ⑧と同じである。 

⑩ 御城二之丸図 天保 13年以降（1842～） 紙本着色 132.0×118.8 1 幅 名古屋城総合事務所 

二之丸全体を描いた平面図。長局の造りから天保 13年以降と推定。庭園の描写は⑦と類似しており、これを参照して描

いたと思われる。余芳は名称と墨書による枠のみ記載。 

⑪ 御城図面 天保 13年以降（1842～） 紙本着色 119.0×118.0 1 枚 名古屋市蓬左文庫 

⑩とほぼ同じ内容の絵図だが、庭園部分はほぼ空白。多くの貼紙があり、庭園には茶席が貼紙で示されている。これら

は明治初年の茶席払下げの際に目印として貼付されたものである。余芳については「ろ 余芳御腰掛」と朱書した貼紙

が貼付されている。 
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前頁の表のうち、余芳が書き込まれた絵図は⑦～⑩の 5 枚である（表 3-4-3）。なかでも⑧と⑨は余芳の間

取りを描写しているだけでなく、周囲に配置された石造物や園路、樹木なども絵画的な表現によって詳細に描

いている。 

 

 

 

表 3-4-3 古絵図に描かれた余芳 

絵図の名称 ⑦御城二之丸御庭之図 ⑧尾二ノ丸御庭之図 ⑨御城御庭絵図 ⑩御城二之丸図 ⑪御城図面 

所蔵 名古屋市蓬左文庫 徳川美術館 名古屋市蓬左文庫 名古屋城総合事務所 名古屋市蓬左文庫 

全体図 

 

 
 

 

 

余芳周辺 

 

 

 

 

 

文字の表記 余芳 余芳 余芳 余芳御茶ヤ 余芳御腰掛 
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これらの絵図は尾張徳川家 10 代斉朝が文政元年以降に行った二之丸庭園改造後の姿

を描いた絵図である。以下では絵図⑧⑨の特徴を検証するため、制作目的や制作手法を

検討したうえで、発掘調査で出土した遺構との比較検討をおこなった。 

まず、⑧には貼り紙で多数の修正が見られる一方、⑨には修正の痕跡がない。⑧の修

正箇所を見ると、茶席等の間取りがすべて貼り紙で示され、風信にはその貼り紙もない。

一例として霜傑を見ると、⑧の本紙には墨線で大枠のみが描かれていたことが見て取れ

る。そして⑧における貼紙修正前の茶席の墨線は⑦における茶席の表現と類似している

（図 3-4-10）。 

さらに南池西側の園路の描写（図 3-4-11）をみると、⑦では蛇行した南北方向の園路

が描かれている。同じ箇所の⑧では、貼り紙の下に透けて見える本紙には⑦と同様の園

路が確認できるが、その上から花壇を描いた貼り紙で修正を加えている。こうして修正

を加えた⑧の描写は⑨と類似している。 

しかしながら、⑧には⑨と同じ描写をさらに貼り紙で修正した箇所もみられる。一例

をあげれば、御植木屋と植木棚の一帯は、⑧では貼り紙で園路や新御小座敷に修正され

ている。この部分は天保年間に成立した⑩においても御植木屋は描かれず新御小座敷等

が描かれている（図 3-4-12）。したがって⑧は⑨が成立した後にも、庭園の改変にとも

なってさらに修正されたと考えられる。 

以上をまとめると、絵図⑦⑧⑨制作の経緯は下記のとおりであると推定できる。 

・最初に⑦が計画図として作成された。 

・⑦をベースに⑧が作成され、貼紙で計画の修正箇所を示した。 

・修正した⑧をベースに⑨が清書版として作成された。 

・⑧は⑨が作成された後にも、庭園の改変に合わせて適宜貼紙で修正された。 

以上から、⑨は庭園改造の完成形を示した絵図であると考えられ、復元根拠として絵

図を参照する場合は⑨を基本とし、必要に応じて⑧をはじめとする他の絵図を参照する

のが妥当であるといえる。 

もっとも⑨は庭園改造の理想形に留まる可能性もある。そこで⑨がどの程度実態と合

致しているのか検証するため発掘調査により出土した遺構との比較検討を行った。余芳

周辺は明治時代以降における陸軍の兵舎建設などにともなう攪乱を受けており、絵図と

比較することは難しいため、これまでに発掘調査が行われた範囲では比較的近世遺構の

残存状況が良好な多春園周辺を中心に検証した。 

 

 

 

 

 

       

 

     

 

   

 

古絵図⑦ 御城二之丸御庭之図           古絵図⑧ 尾二ノ丸御庭之図            古絵図⑨ 御城御庭絵図 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-4-10 古絵図⑦⑧⑨における茶席の描写 

古絵図⑦ 御城二之丸御庭之図         古絵図⑧ 尾二ノ丸御庭之図             古絵図⑨ 御城御庭絵図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-11 古絵図⑦⑧⑨における南池西側園路（花壇）の描写 

古絵図⑧ 尾二ノ丸御庭之図          古絵図⑨ 御城御庭絵図           古絵図⑩ 御城二之丸図 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-12 古絵図⑧⑨⑩における御植木屋周辺の描写 
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多春園周辺では土間状遺構、化粧三和土遺構、飛び石列などが出土した（図 3-4-13）。これを絵図（図 3-4-14）

と比較すると、土間状遺構は多春園西側の土間部分とほぼ一致するが、土間状遺構の南に出土した赤色に着色

された化粧三和土は絵図に描かれていない。一方、飛び石列は土間状遺構の西端から東南方向に並び、化粧三

和土に埋め込まれた 4 石目で南に向きを変え、そこから南東方向に弧を描いて 13 基目まで出土した。飛び石

列の並び方は絵図の描写とほぼ一致している。石の数はやや絵図の方が少なく感じられる。石の形状は絵図で

はすべて楕円形で描かれ、大きさもほぼ一様に描かれているが、実際には多様であった。 

飛び石列の遺構周辺には玉石が敷き詰められていた。絵図上に描かれた黄色の着色がこの玉石敷を示すよう

にも見えるが、園路に対する黄色い着色は絵図の全体に及んでおり、これらすべてが玉石敷を示すとは考えに

くく、玉石は茶席周辺のみに敷かれていた可能性もある。 

以上より、絵図⑨の信頼性について下記の点が指摘できる。 

・茶席は平面的に描かれるが、樹木や石造物は絵画的な表現を用いて立体的に描かれている。 

・茶席の間取りや園路の飛び石列の並びは実態と合致している蓋然性が高い。 

・縮尺や距離感は不正確であり、発掘成果等を踏まえた補正が必要（4-2-4．参照）。 

・化粧三和土や玉石敷きのように、絵図から読み取れない要素も存在する。 

このように、絵図⑨は縮尺や距離感は不正確であり、描かれていない要素が存在した可能性はあるものの、

単なる理想形を示したものではなく、描かれた要素についてはおおむね文政期以降における二之丸庭園の実態

を反映していると考えられる。 

   

 

４-４-２．古絵図から得られる情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「二之丸御庭の御茶屋」 徳川林政史研究所所蔵      『御城御庭絵図』余芳部分拡大 

 

改めて、古絵図と古写真を比較検討してみる。 

古写真から得られる情報 

・ 少し起りが付けられた茅葺の切妻屋根に下屋庇（四周に巡っているように見える）を設けている。 

・ 妻壁は、小屋束を現さず全面壁としている。 

・ 灯篭と円形の手水鉢が見える。手水鉢の左下に建物から張出して框と束のようなものが見える。 

・ 間口の左半分は開放、右半分は壁となっている。右半分のさらに右半分は斜めになっていることから、建

具のようなものを立て掛けているようにも見える。 

・ 間口の右側の奥の方に柱と壁面が見える。 

・ 内部は左面に障子（腰付障子か）4枚、奥の壁に中敷居障子が見える。 

 古絵図から得られる情報 

・ 四畳半の南西側は二重線で白く表現されており、開口部と考えられる。 

・ 四畳半の南面に縁が付けられ、縁先に円形の手水鉢を設け、近くに灯篭を描いている。 

・ 四畳半の北東に矩折れに色を変えて描いている。 

・ 四畳半の北東二畳分を白い線で区分けしていることから、二畳の上段と推察される。 

・ 四畳半外部は四周に叩きを連想させる色分けが施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-14 「御城御庭絵図」に描かれた多春園周辺 図 3-4-13 多春園の遺構（南側から撮影） 
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４－５．文献史料 

４－５－１．文献史料の概要 

  江戸時代における二之丸庭園の様相を伝える主な文献としては下記の史料を挙げることができる。 

 （1）金城温古録 

  尾張藩士の奥村得義が江戸時代後期に名古屋城の故事来歴をまとめた書物。 

主な写本は名古屋市蓬左文庫、一般財団法人東洋文庫、名古屋市鶴舞中央図書館に所蔵。第 44 冊に庭園

を含む二之丸御殿奥向について記述。 

（2）尾州御小納戸日記・尾州御留守日記 

  尾張藩主の側に仕えて奥向きの諸事を統括する御小納戸役が日々の業務を記した日誌。 

徳川林政史研究所に所蔵。元文 4年（1739）から慶応 4年（1868）までの冊子が現存。御小納戸役は二之

丸庭園にかかわる諸事についても管轄していたため、庭園の変遷や利用実態を知るうえで基本となる史料。 

（3）張出留
とどめ

 

  幕末に御小納戸役が職務に係る雑多な事項を記載した留帳。 

このなかの「御間向并上御庭御席御茶席  御襖等筆者」に、二之丸庭園における茶席の襖絵や額の画題・

筆者が記載。 

 

４－５－２ 文献史料から得られる情報 

 これらの文献史料のなかで特に情報量が多く、江戸期の一次史料である（2）のうち、二之丸庭園の改造が

行われた文化文政期を中心に調査した。余芳を含む茶席に言及した記事は少なく、茶席の構造にまで言及した

記事はみられなかったが、余芳の建築年代を推定する手がかりとなる情報を得ることができた。判明した事実

をまとめると下記のとおりである。 

・余芳のあった場所には、文政 6年（1823）2 月までは「玉壷亭」という茶席が存在した。（図 3-4-15） 

・玉壷亭の位置が後の余芳と重なることは絵図⑤⑥⑦によって確認できた。 

  ・文政 9年 11 月には玉壷亭は解体され「玉壷亭跡 御腰懸」となっていた。（図 3-4-16） 

  余芳については絵図⑩では「御茶ヤ」と表記されているが、⑪では「御腰掛」と表記されている。上記の「玉

壷亭跡 御腰懸」が余芳を指すとすれば、その建築年代は文政 6年 2月から同 9年 11 月の間に絞られる。 

余芳の命名については昭和 15年（1940）刊行の『清水池園林泉帖』に、尾張徳川家 14 代慶勝が関白近衛忠

熈とこの茶席で歓談した際に近衛が名付けたと記されている（図 3-4-17）。だが、近衛が関白を務めた文久 2

年 6月から翌 3年 1月まで間、慶勝は文久 2年 4月に江戸での謹慎を赦免されて同年 12 月 28 日に名古屋に入

り、翌 3年 1月 8日には名古屋を発って京都に向かっている。この間近衛と名古屋で歓談した事実はない。 

一方、江戸期の史料である「張出留」には、余芳の額について「近衛内大臣忠熈公／御筆」とある（図 3-4-18）。

近衛が内大臣を務めた期間は文政 7年 6月から弘化 4年（1847）6月であるため、額の揮毫もこの間と考えら

れる。なお、慶勝が尾張徳川家を継いだのは嘉永 2年（1849）であるため、余芳の命名と額の揮毫に慶勝は関

与しておらず、実際には文政 9年 11 月以降に、斉朝が近衛に額の揮毫を依頼したと考える方が自然である。 

史料的にはこれ以上命名の時期を絞り込むことはできないが、余芳を含む二之丸庭園の改造を斉朝が主導し

たことを踏まえて、命名は文政 10年 8月の斉朝隠居までに行われたと推定しておきたい。 

 

          

   図 3-4-15 尾州御留守日記 文政 6年 2月 11日条      図 3-4-16 尾州御留守日記 文政 9年 11 月 15日条 

         （徳川林政史研究所藏）                  （徳川林政史研究所藏） 

           

   図 3-4-17 『清水池園林泉帖』より           図 3-4-18 張出留 （徳川林政史研究所藏） 
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４－７．類例建物 

 ４－７－１余芳の建築的特色 

余芳は、杉の面皮柱に切妻の茅葺き屋根、四周に下屋を巡らしている。内部には二畳の上段を設け、床と付書

院を備えている。茅葺きであるが、草庵風というよりは、格式ある御殿の組立である。茅葺き屋根は、通例の矩

勾配よりも少し緩い勾配としており、こういったところにも草庵風でない、気品が漂っている。 

余芳は、風信と同じく、水屋が設けられていない。徳川慶勝撮影の写真にも「二之丸御庭の御茶屋」と題され

ていることからもわかるように、茶室という扱いではなく、北園地の景観をゆっくり楽しむための休憩所であっ

たと考えられる。また、回遊式庭園の点景としても重要であり、まさに庭中の茶屋というべき建物であったと想

像される。 

４－７－２．類例建物 

余芳の建築的特色をもつ類例としては、等持院の清漣亭があげられる。  

等持院の清漣亭は、梁間 1 間、桁行 2 間の小規模の建物で、水屋を備えている。現存する清漣亭は、明治 29

年に再建されたもので、それ以前の建物は『都林泉名勝図会』にも紹介されており、起こし絵図も存在する。現

在の清漣亭は、起こし絵図と絵図を参考に同規模で再建されたものである。その際、上段と点前座を付して茶室

として再建され、水屋が付加された。野趣のある皮付の丸太柱に軒桁、六角になぐった垂木や、はつり目を付し

た落掛など、野趣のある侘びた造りである。 

他に、上段を備えた茶屋としては、修学院離宮の窮邃亭があるが、18 畳一室に台目畳 6 畳の上段が設けられ

ているのみで、床も飾り棚もない。規模が全く異なり、水屋を備えているため、余芳とは用途が異なるが、上段

を備えた茶屋としての性格は類似していると考えられる。面皮柱に黒漆の上段框など、端正な気品が感じられる。 

また、同規模の御茶屋としては、桂離宮の賞花亭がある。賞花亭は、コの字に畳敷の腰掛を配して、竈と水屋

棚を備えている。眼下の庭園に向かって 2方が開放され、峠の茶屋といった簡素な造りである。歪みのあるクヌ

ギの皮付き柱等、非常に侘びた造りである。 

  

「都林泉名勝圖會巻四」より転載      等持院（京都）清漣亭外観  
                   （『普請 64号』（一般財団法人京都伝統建築技術協会発行）より転載） 

    
等持院（京都）清漣亭内部                  仁和寺（京都） 飛涛亭 

 （『普請 64 号』前掲より転載）               （『茶室大観Ⅱ』（創元社発行）より転載） 

   
修学院離宮（京都） 窮邃亭外観                  修学院離宮（京都） 窮邃亭内部 

        （『修学院離宮』（昭和 59 年 5 月、財団法人有職文化協会発行）より転載） 

 
桂離宮（京都） 賞花亭 （『桂離宮』（小学館発行）より転載） 
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４－７－３．足元の類例 

 

 

                            

４－７－４．軒裏の類例 

 

 

 

 

 

 

４－７－５．棟積の類例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在作成中 

待庵（国宝）の足元をみる 

（『国宝・重文の茶室』（世界文化社発行）より転載） 

自然味のある礎石を用い、差石（狭間石）は礎石と同種材で、大

きさも殆ど変わらない石を用いている。差石というよりは、基礎の

一部であるかのような扱いである。腰巾木は、杉の中杢板、成は 8

寸程度としている。 

如庵（国宝）の足元をみる 

（『数寄屋建築集成茶室と露地』（小学館発行）より転載 

柱礎石は、材種の異なる大振りの自然石を用いている。差石（狭

間石）は、天端が平坦で角のある小さめの自然石で、柱の面と同じ

出入り程度で、礎石天端から 1寸程度下げて据えている。腰巾木は、

杉の中板目、成は礎石天端より 8寸程度としている。 

燕庵（重文）の足元をみる 

 （『国宝・重文の茶室』（世界文化社発行）より転載） 

柱礎石は、柱の 2.5倍程度の自然石を用いている。差石は腰幅木

と連子格子の部分でその意匠を変えている。腰幅木のある部分は、

土間叩きで地盤を盛り上げているため、如庵と同じような 8分程度

の見え掛りで、連子格子の部分は、直接地盤面に接するため、待庵

と同じような差石の意匠としている。腰幅木は、特色のある木目の

杉材で、成 8寸程度としている。 

曼珠院茶室（重文）の天井をみる 

 （『国宝・重文の茶室』（世界文化社発行）より転載） 

外部の化粧屋根裏は、内部の掛込天井と同じである。 

垂木は、杉の小丸太と赤松皮付きの小丸太を交互配し、間垂木は

大和竹とし、小舞は大和竹 2本宛とし、間垂木に藤蔓掻きとしてい

る。化粧裏板は、杉野根板の羽重ね張り。 

古典の茶室の軒裏には、竹の垂木が多く用いられており、2種類

の小丸太を用いた例は、珍しい。垂木間の竹と、小舞竹の藤蔓掻き

は、茶室の化粧屋根裏の典型的な手法である。 

当麻寺中之坊茶室（重文）の天井をみる 

 （『国宝・重文の茶室』（世界文化社発行）より転載） 

外部の化粧屋根裏は、内部の掛込天井と同じである。 

垂木は、小丸太と竹の交互配し、間垂木は大和竹としている。小

舞は、杉削木と竹を交互に配してし、間垂木に藤蔓掻きとし、化粧

裏板は、杉皮張り。 

他に例を見ない組み合わせである。 

 

玄甲舎（玉城町指定文化財）の軒裏をみる 

梁間 5間、桁行 8間の一角に小間の茶室を配し、その土間庇部

分を草庵風な意匠にまとめている。写真は、その草庵風の軒裏で

ある。 

竹と杉の押角材を交互に配し、間垂木に大和竹を入れて、大和

竹の小舞と藤蔓掻きとしている。小舞は、1 本、2 本と交互に配

し、化粧屋根裏は、杉皮張りとしている。 

西芳寺湘南亭（重文）の軒裏をみる 

 （『国宝・重文の茶室』（世界文化社発行）より転載） 

化粧屋根裏の垂木は多種類の小丸太を配し、小舞は木小舞とし

ている。先例のような間垂木はない。化粧屋根裏は、杉野根板の

羽重ね張りとしている。 

 

類例を総合的に判断して、余芳の軒裏を検討してみる。 

「余芳亭」の解体前の軒裏は、丸太と角垂木を交互に配して、

木小舞としていたが、垂木掛の墨書から、当初の垂木は木（※1）

と竹が交互に配されていたことが判明した。また、垂木間に巾 5

分、深さ 5厘ほどの彫り込みが施されていることから、当初は垂

木間にへぎ材を押えに用いた庚申張りであったと推察される。 

（※1）当初材と思われる垂木が残存。杉の押角材（1.2 寸角） 

聚光院桝床席（重文）の天井をみる 

 （『国宝・重文の茶室』（世界文化社発行）より転載） 

外部の化粧屋根裏は、内部の掛込天井と同じである。 

垂木は竹垂木、化粧裏板は杉野根板の羽重ね張りとし、垂木間

の押えに煤竹へぎ材用いた庚申張りとしている。 
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５．解体、部材調査、仮組調査等の成果 

５－１．平成 23 年度の解体調査 

調査の経緯 

 「余芳亭」は、昭和 48 年に名古屋市の文化財に指定された。指定後も所有者である大矢家によって維持管理

が行われてきたが、平成 22 年 11 月に御当主の死去に伴い、ご遺族から寄付の申し出があった。名古屋市では、

平成 22 年度に特別史跡名勝名古屋城全体整備検討委員会庭園部会を設置し、具体的な検討が開始されていた時

期であった。名古屋市では、本建物が将来の二之丸庭園整備にあたって重要な意味合いをもつ遺構であることを

認識し、移築再建を前提として譲り受けることとした。 

 将来の再建に備えるため、解体工事に先立ち、現状の詳細な記録と調査を実施することとした。調査は名古屋

市教育委員会が担当した。詳細な調査は、解体工事と並行して行われ、将来の再建に参考とするため、増改築の

痕跡、細部の写真撮影等の調査が実施された。 

調査の成果 

 解体前の詳細な実測図を作成し、構造形式、内外部仕上げがまとめられた。 

 この時の解体調査で、部材の痕跡等は網羅されて、当初材の転用、建物の変遷も明らかとされている。また、

痕跡と「御城御庭絵図」と照らし合わせて、復元考察も行われた。 

 解体部材は、名古屋城内に格納保管された。 

解体前の状況で特に注目されるのは、建具についてである。 

 主室と水屋境の建具は失われていた。その他の建具は残存しており、特に北側と東側の腰高障子は、2組があ

ったとある。框の塗か出書院と同じものと、腰板に絵が描かれているものの 2種類があった。絵がかられた障子

は、上框に「梅山筆」と彫り込みがあった。 

５－２．平成 27 年度の詳細調査 

調査内容 

平成 23 年度の調査をもとに、さらに詳細な部材の調査が実施された。平成 27 年度は、古絵図の他に、古写真

とも照らし合わせて復原根拠が精査された。 

調査の結果 

 平成 23 年度では、わからなかったことが判明。 

 平成 26年度に、左官材料について下記の見解が示されたが、 

柱の痕跡から、左官材料が検出された。左官の上塗りは、外壁（増築部）が色土（小牧産の赤色花崗岩の

石粉を混ぜた粘土）、内壁は豊田産と思われる黄土の粘土で、部屋内はのろかけであったと思われる。砂 6

合割の硬調の仕上げが安政頃の流行と知られる。 

 平成 27 年度の調査では、小牧色仕上げは、水屋が増築された際に塗られたと考えられ、江戸期にはなかった

と考える。（古写真からも赤味の明度が妻壁に感じられない。）との見解が示された。 

 

 

５－３．平成 30 年度の仮組調査 

仮組調査に至った経緯 

 今後の余芳の復元工事にあたり、設計精度を確保するため、事前に仮組による詳細な調査が必要と判断され、

かつ合理的な作業と考えられた。 

仮組により、部材の破損状況とその原因の把握、復元の検討のため、総合的な判断が可能となり、設計精度を

高めることになるとのことで、仮組調査が実施された。 

但し、平成 30年度は、軒桁より上部の小屋組みについては、仮組を行っていない。 

仮組による成果 

 仮組によって、かなり具体的な構造と改変状況が明らかとなった。また、仮組調査の設計監理者である株式会

社環境事業計画研究所及び、仮組を実施した魚津社寺工務店の見解も詳述されている。 

 仮組調査では、河田克博委員と麓和善委員のご教示があった。 

〇河田委員からのご教示 

構造上の補強方法、部材繕いの修理方法、参考事例などのご教示があった。 

〇麓和善委員からのご教示 

  設計監理者と施工者の間では明治期の材と考えられていた妻梁、軒桁、小屋梁などの構成部材は、痕跡、加

工痕などから当初材と考えられるとの見解が示された。 

  軸部材だけでなく、貫などの野物材もすべて組み上げて取り合いを検討し、小屋組についても仮組できる場

所を確保して、さらに詳しく検証する必要があるとのご教示があった。 

  根継などは、根継位置を踏襲して継木材を取り替える、といった修理内容のご教示があった。 

 

５－４．令和 3 年度の仮組調査 

 

 

 

 

６．復元根拠資料を用いた復元検討の考え方 

 

 

 

     

現在作成中 

現在作成中 
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第 4 章 余芳復元検討 

１．復元考察 

１－１．復元考察の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔各部復元のための基本的な考え方〕 

・ 復元検討の対象とするのは、余芳の軒内廻りまでとする。 

・ 軒内に掛かる手水鉢廻りについては、庭園復元計画で別途検討する。 

・ 建物の配置については、発掘調査結果から明らかとなった手水組の遺構の北側とし、古写真の分析結果、

絵図等を参考に、位置及び傾き等を決定する。 

・ 各部の寸法については、当初材の痕跡を最優先とし、屋根の主要寸法は古写真解析により寸法値を決定す

る。また、古写真等で不明な仕様については、類例建物を参考にして決定する。 

・ 上屋、下屋の軒裏廻りの仕様については、既存建物の仕様を拠り所としつつ、痕跡及び類例を参考に決定

する。 

・ 建具については、原則として既存材を再用とするが、古写真Ｂの『清水池園林泉帖』記載事項についても

検討する。外部の雨戸類は、類例を参考に決定する。 

表 4-1-1 根拠資料と設計の進め方一覧表 

  

区分 主な規模や仕様など 根拠とした資料と設計の進め方 

平面規模・配置 主屋）10.05 尺四方 

下屋）1.6 尺（床の間、付書院奥行寸法） 

既存材実測により平面寸法を決定し、遺構の手水組の北側の石を礎石として配置を決定する。 

主な構造形式 1 間半四方、四周下屋庇付。 

柱は礎石建ち、南面して建つ。柱上部に軒桁を載せ、中梁を妻梁で挟み軒桁で受ける。 

軒桁から中梁に梁を架け、小屋束を立てて棟木、母屋を受ける。 

下屋軒桁は、床の間、付書院部分は柱上部に載せ、他は桔木で桔上げる。 

小屋組の架構は、原則として既存構造を踏襲する。桔木構造は痕跡により確定する。 

柱足元の仕様は、遺構及び足元廻りの痕跡から類例により確定する。 

 

各部寸法 柱：（主屋・下屋）杉面皮柱 2.7 寸角、床柱：赤松皮付 径 2.8 寸 

床高：礎石天端より敷居天端まで 1.48 尺 

主屋軒桁高：礎石天端より軒桁天端まで 9.58 尺 

下屋軒桁高：礎石天端より軒桁天端まで 7.98 尺 

柱寸法は、部材実測による設計寸法値。 

床高は、既存建物が土台建ちの為、類例により推定する。 

各軒高は、部材の痕跡等の実測値により決定する。 

屋根 主屋）切妻造茅葺き。棟飾り品軒積。起り付。 

軒の出（垂木の流れ寸法）1.0 尺、茅の出（広小舞より）流れ寸法 5寸、茅厚 1.0 尺。 

屋根勾配 8寸 

下屋）四周下屋庇付、こけら葺き。南面のみ縋る屋根付。 

軒の出約 3.6 尺（柱芯より屋根材先端まで）。屋根勾配 4.3 寸勾配 

古写真Ａにより、屋根形状および仕様を確定する。 

古写真からも判断できない箇所は、類例により推定する。 

下屋の南面は、当初の化粧垂木が 3本残存。 

壁 内部）土壁塗り 

外部）色土 

平成 28 年の調査報告書によるが、類例により推定する。 

内部造作 上段框、床框、付書院、上段）折上天井鏡板張、下座）平天井、付書院透かし彫板欄間 内部造作材は、その殆どが残存している。 

上段框は失われているため、痕跡により形状、寸法を確定し、材種等は類例により推定する。 

建具 開口部腰高障子、下地窓片引き障子、連子窓引違障子、付書院腰高障子、掛雨戸 建具類はその殆どが残存している。掛雨戸は痕跡により寸法を決め、意匠は類例を参考として決定する。 

その他 内部）内部腰張、付書院地板下腰板（張付壁）、各種釘 

外部）差石、軒内叩き、腰幅木、南側濡縁 

原則として既存仕様に準じるが、不明な点は古写真で判断できる部分は古写真を参考とし、それ以外は類例を参

照する。 
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１-２．平面計画 

平面寸法 

・平面寸法は、実測寸法により主屋を 10.05 尺四方とし、床の間及び付書院の奥行を 1.6 尺とした。 

※余芳の平面は、6.34 尺×3.17 尺の畳割制が採用され、柱は 2.7 寸角の杉面皮柱。上段の畳寸法、下座の畳

寸法から明らかに上段を意識した平面計画であることが分かる。 

濡縁の奥行寸法について（次項で遺構をもとに検討する） 

◆絵図を参考とすれば、下図のような復元図も考えられるが、濡縁の寸法ついては、手水組の遺構と密接な関係

にあるため、手水組の遺構も併せて検討する必要がある。 

・下図は、濡縁の意匠は絵図に倣って榑縁とした図である。 

※古写真に透視図を書き入れて寸法を読み取ると、3尺程度あったが、奥行寸法については、精度に欠ける。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4-1-3 『御城御庭絵図』 余芳部分拡大 

図 4-1-2 古写真のトレースに透視図を書入れ（古写真については 3-2-6 参照） 

10.05 尺 3.6 尺 9.6 寸 

視点 

図 4-1-1 余芳 平面計画図（濡縁については次項で検討する） 

28建造物
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１－２－１．配置の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置計画 

・手水組遺構の北側の四角い石を礎石と推定して、南北線上になるように建物の配置を確定する。 

※他の礎石は兵舎建設の際に掘り起こされて失われており、唯一の礎石として配置計画の拠り所とした。 

※四角い礎石であるが、一つでは傾きまでは確定できないが、南北の軸線上に配置しても違和感がない。 

※礎石としては 30 ㎝四方余りあり、建物規模に対して大きく思えるが、桂離宮では大振りの礎石を用いた建物が多数存在する。

ありえないことではない。 

※『御城御庭絵図』では、円形の手水鉢が建物の西側へ寄せて手水鉢が描かれており、古写真では円形の手水鉢が濡縁の中央よ

り西側へ寄っている。配置計画図も濡縁の中央よりも僅かに西に寄っている。 

 

濡縁の奥行寸法について 

・配置計画に基づいて建物を配置し、縁の奥行寸法は、絵図の畳に対する比率を分一で測定して決定する。 

※縁束を手水組の北西側の石の北端の方へ乗る格好となり、手水鉢の使い勝手上ほど良い位置になる。 

・濡縁の仕様は痕跡及び絵図に倣い榑板 7枚の打ち被せとする。 

※南西隅柱に框の痕跡があり、縁板は打ち被せで、厚みは 6分であることが判明している。 

※榑板の一枚幅は凡そ 3寸となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 4-1-6（類例）桂離宮賞花亭の足元を見る 

写真『桂離宮』（小学館発行）より転載 

 大振りの礎石が据えられている。桂離宮では他の建物も礎石には大

振りの石が使われている。 

図 4-1-5 手水組の遺構写真 

手水鉢を撤去した痕跡か？ 

柱礎石と推定 

濡縁の束を立てる 

図 4-1-4 余芳 配置検討図 

柱礎石 

『御城御庭絵図』 余芳部分拡大  
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１－２－２．配置計画と古写真との検証 

前項で確定した配置計画をもとに古写真の撮影位置について検証してみる。 

検証方法（写真の見え方） 

  ・写真撮影の焦点は南東柱より僅かに左側と推察。（青丸） 

・建物の北西隅柱が手水鉢の中心より僅かに右側に見える。（赤丸１） 

  ・南西隅柱と濡縁の見え掛り具合。（赤丸２） 

  ・北面下地窓と南面中央柱との見え掛り具合。（赤丸３） 

  結果としては、建物南側壁面から 18 メートル以上離れた位置から撮影されたと推察される。 

  ※灯籠の位置は、右図の下地窓中心と南面中央柱の間（赤破線の間）の黄破線上にあると推定される。 

  ※手水鉢の見え方（緑破線の間）も古写真のように見える。 

 

    図 4-1-5「二之丸御庭の御茶屋」 徳川林政史研究所所蔵   

（株式会社朋成にて、画像の解像度と濃淡を調整） 

 

 

                           

  図 4-1-7 古写真の撮影位置の検証 

撮影ポイント 

焦点 

図 4-1-6 右図の余芳部分の拡大 

２ 

３ 

１ 
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１－３．構造形式 

 余芳の主な構造形式は以下の通りとした。 

 小屋組の構造については、例を見ない構造形式であるが、建設当初の梁組を踏襲していると考えられる。 

古写真で判明できない足元廻りの構造形式は次項以降で部材の痕跡、類例資料で詳述する。 

表 4-1-2．構造形式一覧表 

区分 構造形式 考え方 主な復元根拠資料 

規模 上段二畳付き四畳半、床、付書院を備える。 

南面台目幅の濡縁付。 

解体部材の痕跡、絵図Ａなど

から確定する。 

解体部材痕跡 

絵図Ａ、絵図Ｂ 

基礎 自然石の礎石、礎石間差石。 

軒内土間叩き。 

遺構の四角い石を礎石と推

察。腰幅木の痕跡から礎石は

建ちと推定。 

遺構 

解体部材痕跡 

絵図Ａ．絵図Ｂ 

軸部 主屋）面皮柱自然石礎石建ち、足固め、内法貫で

固める。柱頭部を角の軒桁で固め、妻梁を架けて

軸部を固める。 

下屋）床の間、付書院は主屋の柱と貫で固め、柱

頭部に杉磨き丸太の軒桁を四周に巡らす。 

解体部材の痕跡及び、古写真

より確定する。 

解体部材痕跡 

古写真Ａ 

小屋組 主屋）桁行方向の上段框筋に中梁を妻張に架け渡

し、東側軒桁から中梁に上段框筋と上段中央部に

梁を架け渡す。 

梁に束を立て、棟木、母屋を受ける。鼻母屋及び

鼻棟木には、丸太を継木する。 

下屋）南面及び西面の軒桁は主屋より桔木で桔上

げる。 

小屋組は既存の構造を踏襲す

る。 

既存の軒桁は後補材である

が、当初材が残存しており、

痕跡から当初の構造形式を踏

襲していると考えられる。 

既存建物 

解体部材痕跡 

古写真Ａ 

屋根 主屋）切妻造、茅葺き。起り付。棟飾り品軒積。 

下屋）四周下屋庇付、こけら葺き。南面のみ縋る

屋根付。 

古写真に見られる形状から確

定する。 

 

古写真Ａ 

当初材（南側の下屋化粧

垂木残存） 

軒廻り 主屋）化粧垂木：妻面竹垂木、他杉押角垂木。螻

羽垂木仕舞、広小舞杉削木、小舞竹小舞、化粧裏

板野根板羽重ね張。 

下屋）化粧垂木：杉磨き小丸太・竹垂木交互、間

垂木煤竹へぎの庚申張り、化粧裏板杉野根板羽重

ね張、広小舞杉削木。 

主屋の妻側は古写真を参照

し、軒裏などの不明な箇所は

類例による。 

下屋は、痕跡により仕様を確

定し、不明な箇所は類例によ

る。 

古写真Ａ 

類例（桂離宮賞花亭） 

天井 上段）折上げ天井鏡板張。 

下座）竿縁天井杉野根板羽重ね張。竿縁竹。 

床の間、付書院）鏡板張 

 当初材残存。 

造作 床の間蹴込床、付書院地板欅玉杢、上段框漆塗り。 

外部足元腰幅木。 

 

上段框は、腰高障子、付書院

の障子の框が黒漆塗りである

ことから、漆塗りである可能

性が高い。 

床の間、付書院廻りは当

初材残存。 

上段框）類例 

腰幅木）痕跡による。 

壁 内外部とも土塗り  古写真Ａ 

痕跡 

 

既存解体時の写真（平成 23年） 

 軒桁、妻梁、中梁、小屋梁の構成は、当初の構造を踏襲していると推察される。 

 軒桁は後補材であるが、当初材 2本共に水屋側に転用されて残存。 

       

腰幅木の痕跡           濡縁框の痕跡               上段框の痕跡 

   

当初の小屋梁 
当初の中梁 

当初の妻梁 

当初の妻梁 

後補の軒桁 

後補の軒桁 

左図）小屋梁の仕口を見る 

軒桁の圧痕がはっきりとみられる。 

圧痕の成は梁の下端より 1.8 寸で、

当初の軒桁に残る梁の仕口の深さも

1.8 寸で合致した。圧痕から 2分程仕口

を深くした加工が施されているが、移

築に際の軒桁高さの変更に伴う調整と

考えられる。 

 また、使用されていない垂木の欠き

込みがみられた。 

圧痕 

圧痕 
垂木の欠込 後補の加工痕

28建造物
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１－４．主要軸部 寸法 

 〔寸法確定の基本的な考え方〕 

 ・当初材の柱の部材実測から各部の寸法を決定する。 

 ・柱の足元は切断されているため、腰幅木の高さを類例から推定して 

  床高を決定する。 

 ・軒桁と妻梁の納まりは、当初材に残る仕口を採用する。 

 ・軒の出及び屋根勾配は、古写真解析及び透視図を作成して決定する。 

 

 

 

床高さ：1.48 尺（腰幅木天端より敷居天端まで 6.8 寸、腰幅木の成を類例により 8寸と推定） 

（腰幅木の類例）国宝如庵（8.5 寸石口より）、重文金地院八窓席（8寸石口より） 

下屋垂木掛高：8.25 尺（礎石天端より垂木掛下端まで） 

主屋軒桁高：9.58 尺（礎石天端より軒桁天端まで） 

妻梁高：軒桁天端より 5分上がり 

下屋軒桁高：≒7.98 尺（礎石天端より軒桁天端まで。但し、下屋化粧垂木 3寸勾配として） 

下座天井高：7.02 尺（地敷居天端より廻縁下まで） 

上段廻り寸法：上段框成 3.1 寸、天井高框上より廻縁下まで 6.31 尺 

床廻り：蹴込床板天端まで 3.1寸、床地板より落掛下端まで 5尺、床天井高 5.8 寸（地板より廻縁下まで） 

付書院廻り：上段框より付書院地板天端まで 8.1 寸、付書院落掛高 4.8 尺（地板より落掛下まで）

 

凡例）ハッチ部材は根継ぎ材   

図 4-1-8 柱の部材実測による当初矩計（軒桁・妻梁まで）の検討（寸法は実測値によるため部材毎に 5厘から 1分程度の誤差が生じている）  

番付図 
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１－５．屋根 

 
図 4-1-9 「二之丸御庭の御茶屋」 徳川林政史研究所所蔵 

（株式会社朋成にて、画像の解像度と濃淡を調整）（赤線、番号を加筆） 

１-５-１．古写真から分かる屋根仕様 

  古写真から判明する屋根の仕様は下記の通りであるが、棟飾りについては、判然としない。 

   主屋：茅葺き屋根、少し起りが付いている。螻羽は垂木仕舞。影に母屋、軒桁の丸みが見られることから、

螻羽の出は、軒桁先端から大きくは出ていないと思われる。 

   下屋：こけら葺、もしくは桧皮葺き。軒付の厚みは不明であるが、軒付の厚みが殆どないように見えるこ

とから、こけら葺きである可能性が高い。主屋妻壁との品軒部分にも、竹押え等に棕櫚縄結びなど

の化粧も見られない。 

   棟飾り：茅葺きの棟飾りについては、棟品軒が確認され、茅葺と品軒の間に押鉾竹らしきものが見えるが、

茶室の棟飾りに比較的よく見られる針目覆らしきものは古写真からは判断できない。 

      古写真では判断できないので、類例によって意匠を決定することとする。 

      下記の図①は、茶室や庭園建築の茅葺き屋根に多く用いられている針目覆の棟飾りである。図②は、

桂離宮の賞花亭の棟飾りである。針目覆ではなく、品軒に瓦を載せている。余芳の古写真では、品

軒の流れ寸法が長く、瓦伏であったことは考えにくい。図③は、愛知県服部家住宅（代官名主屋敷）

の棟飾の例である。建物としては規模が全く異なるが、屋根の仕様には地方色が色濃く現れること

も考えられるが、多くの茅葺の茶室によく用いられる針目覆いの棟飾りが妥当であると考える。 

   

    図① 高台寺時雨亭（京都）      図② 桂離宮賞花亭（京都）    図③ 愛知県服部家住宅 

        『茶室大観』（創元社）所収      『桂離宮』（小学館）所収      『日本の民家』（講談社）所収 

１-５-２．古写真解析による屋根の各種寸法数値 

左記の古写真の 1～12 までの箇所について、柱間寸法を基準に比率で数値解析を行った。 

１）柱間寸法 比率寸法 9.0 決定数値 10.05 尺 

２）軒桁天端から棟木天端まで 比率寸法 3.6 参考数値 8.0 勾配（8寸勾配） 

３）下屋庇軒の出柱芯から屋根材の先端まで 比率 3.2 参考数値 3.57 尺 

４）主屋棟木天端から軒桁天端まで流れ寸法 比率 5.8 参考数値 6.48 尺 

５）主屋の垂木の長さ軒桁天端から流れ寸法 比率 0.9 参考寸法 1.0 尺 

６）主屋の茅葺きの出垂木鼻先から流れ寸法 比率 0.4 参考寸法 4.5 寸 

７）茅葺き厚さ 比率 0.9 参考寸法 1.0 尺 

８）下屋庇南面庇下の影の長さ 比率 2.9 決定寸法 4.4 尺（南側の軒の出柱面より屋根材先端まで） 

    ※断面図を作成し、小舞の割付により南側の縋り寸法を決定 

９）主屋茅葺きの拝み部分の影の長さ 比率 1.8 参考寸法 2.4 尺 

10）主屋拝み部分の影の長さ 比率 1.1  

11）主屋軒桁付近の影の長さ 比率 0.9 参考数値 2.0 尺 

12）棟飾り巾（下端） 比率寸法 4.0 参考数値 4.46 尺（流れ寸法片面 1.78 尺）   
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２．復元図面 

２－１．平面図 

  

28建造物
資料 １



名勝名古屋城二之丸庭園余芳復元整備事業  第 4 章 余芳復元検討 

45 

２-２．断面図 

 

 

 

                   梁行断面図（復元）                                            桁行断面図（復元） 
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２-３．立面図 

 
 

 

 

 

 

南側立面図（復元） 西側立面図（復元） 
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